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二
　
元

代

法

制

史

料

大

島

立

子

総

説
1
　『
通
制
條
格
』『
至
正
條
格
』『
元
典
章
』
の
解
説

　
元
朝
の
官
撰
の
法
令
集
で
完
璧
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
法
の
体
系
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
モ
ン

ゴ
ル
の
法
と
そ
れ
ま
で
に
培
わ
れ
て
き
た
漢
族
の
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
関
連
付
け
ら
れ
て
き
た
の
か
な
ど
、
検
討
す
る
べ
き
課
題
が
多
々

残
さ
れ
て
い
る
。
モ
ン
ゴ
ル
政
権
で
は
、
太
祖
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ン
が
決
め
た
法
を
大
札
撒
（
エ
ケ
ジ
ャ
サ
）
と
し
て
重
視
し
て
い
た
。
し
か

し
元
朝
を
興
し
支
配
機
構
の
規
範
が
必
要
と
さ
れ
、
漢
族
社
会
の
秩
序
維
持
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
元
朝
全
般
の
法
規
定
に
お
い

て
エ
ケ
ジ
ャ
サ
の
占
め
る
度
合
い
は
低
く
な
っ
た
。
世
祖
フ
ビ
ラ
イ
は
即
位
の
は
じ
め
か
ら
法
の
制
定
を
漢
族
官
僚
に
命
じ
て
お
り
、
統

治
す
る
う
え
で
法
の
必
要
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
漢
族
の
官
僚
は
常
に
体
系
的
な
法
や
成
文
法
を
望
ん
で
い
た
。
し

か
し
条
例
は
で
き
て
も
世
祖
の
時
代
に
は
な
か
な
か
成
文
化
さ
れ
た
も
の
を
公
布
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
法
令
集
が
編
纂

さ
れ
は
じ
め
た
の
は
世
祖
以
降
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
『
元
史
』
は
も
と
よ
り
、
元
代
に
書
か
れ
た
文
献
に
み
ら
れ
る
。
仁
宗
時
代

（
一
三
一
一
～
一
九
）
刊
行
の
『
風
憲
弘
綱
』・
泰
定
元
年
（
一
三
二
四
）
正
月
の
『
大
元
通
制
』・
至
順
元
年
（
一
三
三
〇
）
二
月
の
『
経
世
大

典
』
な
ど
の
法
令
集
な
ど
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
ま
と
ま
っ
た
形
で
残
っ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
現
在
我
々
に
は
『
通
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制
條
格
』・『
至
正
條
格
』・『
元
典
章
』
と
い
う
三
種
の
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
法
令
集
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　
上
記
三
書
の
う
ち
『
通
制
條
格
』・『
至
正
條
格
』
は
政
府
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
完
本
は
残
っ
て
い
な
い
。
現

在
用
い
ら
れ
て
い
る
『
通
制
條
格
』
は
明
代
の
影
印
本
の
残
簡
で
あ
り
、『
大
元
通
制
』
の
条
格
（
一
一
五
一
条
）
の
お
よ
そ
半
分
（
六
四
六

条
）
で
あ
る
。
太
宗
六
年
（
一
二
三
四
）
か
ら
延
祐
三
年
（
一
三
一
六
）
の
条
例
が
見
ら
れ
る
。『
至
正
條
格
』
は
至
正
六
年
（
一
三
四
六
）
に

公
布
さ
れ
た
。
そ
の
残
片
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
二
〇
〇
二
年
に
韓
国
で
条
格
・
断
例
の
一
部
が
冊
子
の
形
で
発
見
さ
れ
、
二
〇
〇

七
年
に
影
印
本
・
校
注
本
が
あ
わ
せ
て
刊
行
さ
れ
た
。
至
正
四
年
（
一
二
三
二
）
ま
で
の
条
例
が
見
ら
れ
る
。『
通
制
條
格
』
と
『
至
正
條

格
』
の
比
較
か
ら
法
の
変
遷
が
た
ど
れ
る
。
両
書
は
基
本
的
に
は
同
じ
形
態
で
は
あ
る
が
、『
通
制
條
格
』
で
は
、
決
定
さ
れ
た
詔
・
法
・

規
定
だ
け
で
な
く
、
時
に
は
法
制
定
の
発
端
が
書
か
れ
て
い
る
が
、『
至
正
條
格
』
に
は
な
い
。

　『
元
典
章
』
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
編
纂
さ
れ
た
の
か
は
、
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
な
い
が
、
そ
の
内
容
か
ら
官
府
に
あ
っ
た
文
書
を
比

較
的
正
確
に
記
録
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
六
〇
巻
の
正
集
と
新
集
か
ら
な
り
、
中
統
元
年
（
一
二
六
〇
）
か
ら
至
治
元
年
（
一
三
二
一
）
の

条
例
が
あ
る
。
官
撰
の
二
書
と
異
な
り
、
詔
勅
な
ど
を
の
ぞ
き
、
吏
・
戸
・
礼
・
兵
・
刑
・
工
の
六
部
に
分
か
れ
て
い
る
。
各
官
府
で
必

要
な
条
例
を
ま
と
め
て
い
た
も
の
を
参
考
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
各
条
例
は
決
定
す
る
ま
で
の
過
程
（
関
連
官
府
の
文
書
の
往
来
）
が
『
通

制
條
格
』
よ
り
も
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
法
の
決
定
過
程
・
法
の
施
行
状
況
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
終
的
に
受
け
取
っ
た
官
府
の
多
く

が
福
建
地
域
で
あ
り
、
同
地
域
の
官
府
か
ら
出
た
文
書
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
条
文
が
詔
令
や
各
機
関
か
ら
出
さ
れ
た
命
令
、
あ

る
い
は
皇
帝
が
認
可
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
官
制
の
法
令
集
の
よ
う
に
扱
っ
て
よ
く
、
今
ま
で
も
そ
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
確
定
し
た
法
で
あ
る
が
、
条
格
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
以
前
の
草
稿
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
刑
部
の
巻
を
中
心
に
見
ら
れ

る
判
決
文
は
、
供
述
書
・
判
決
の
過
程
が
詳
述
さ
れ
、
判
例
集
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
法
の
確
認
と
情
状
酌
量
の
基
準
を
示
し
て
い
る
法

令
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
三
書
と
も
文
体
の
面
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
間
に
係
わ
っ
た
官
府
の
文
章
か
ら
必
要
な
部
分
だ
け

を
節
文
・
節
該
と
し
て
要
約
・
抜
粋
し
、
掲
載
し
て
い
る
。
部
分
的
で
あ
る
が
も
と
の
文
書
が
残
さ
れ
、
同
一
条
文
の
な
か
に
漢
語
、
モ
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ン
ゴ
ル
語
直
訳
体
、
吏
牘
文
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

　
詔
や
法
が
書
か
れ
た
資
料
と
し
て
、
ほ
か
に
法
制
史
上
、
碑
文
・
古
文
書
の
類
い
が
貴
重
な
第
一
次
資
料
で
あ
る
。
し
か
し
『
通
制
條

格
』・『
至
正
條
格
』・『
元
典
章
』
は
元
代
の
法
令
を
研
究
す
る
た
め
の
基
本
的
な
資
料
で
あ
り
、
ひ
ろ
く
利
用
で
き
る
の
で
本
稿
で
扱
う

史
料
は
『
至
正
條
格
』
及
び
『
元
典
章
』
か
ら
選
ん
だ
。『
通
制
條
格
』
は
す
で
に
訳
注
が
あ
る
の
で
、
読
解
の
史
料
か
ら
省
い
た
。
こ
れ

ら
の
書
に
見
ら
れ
る
文
書
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
陳
高
華
等
点
校
『
元
典
章
』（
天
津
、
天
津
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）、
洪
金
富
校
定
本

『
元
典
章
』（
台
北
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
二
〇
一
六
年
）
を
、
吏
牘
文
に
つ
い
て
は
、
吉
川
幸
次
郎
「
元
典
章
に
見
え
た
漢
文
吏
牘

の
文
体
」（『
校
定
本
元
典
章
刑
部
』
上
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
六
四
年
所
収
）
を
参
考
に
さ
れ
た
い
。

　
な
お
研
究
史
に
つ
い
て
は
参
考
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

【
参
考
文
献
】

植
松
正
「
元
典
章
・
通
制
条
格

―
附
遼
・
金
・
西
夏
法

―
」（
滋
賀
秀
三
編
『
中
国
法
制
史
　
基
本
資
料
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

九
三
年
所
収
）

植
松
正
編
『
元
典
章
年
代
索
引
』（
同
朋
舎
、
一
九
八
〇
年
）

植
松
正
編
『
元
代
政
治
法
制
史
年
代
索
引
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）

Paul H
eng-chao C

hʼen, C
hinese Legal Tradition under the M

ongols; The C
ode of 1291 as R

econstructed
 （Princeton, 

N
ew

 Jersey, Princeton U
niversity Press, 1979

）

金
浩
東
「《
至
正
條
格
》
之
編
纂
及
元
末
政
治
」（
韓
国
学
中
央
研
究
院
編
『「
至
正
條
格
」
校
註
本
』
二
〇
〇
七
年
所
収
）

李
玠
奭
「《
至
正
條
格
》
之
編
纂
及
其
法
制
史
上
的
意
義
」（
前
掲
『「
至
正
條
格
」
校
註
本
』
所
収
）

金
文
京
「
有
關
慶
州
發
現
元
刊
本
《
至
正
條
格
》
的
若
干
問
題
」（
前
掲
『「
至
正
條
格
」
校
註
本
』
所
収
）
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植
松
正
「『
至
正
條
格
』
出
現
の
意
義
と
課
題
」（『
法
制
史
学
研
究
会
会
報
』
一
二
号
、
二
〇
〇
七
年
所
収
）

陳
高
華
「『
至
正
条
格
・
断
例
』
初
探
」（『
中
国
史
研
究
』
二
〇
〇
八
年
二
期
）

高
橋
文
治
「
律
令
と
典
章

―
『
元
典
章
』
は
い
か
に
編
ま
れ
た
か

―
」（
赤
木
崇
敏
・
伊
藤
一
馬
・
高
橋
文
治
・
谷
口
高
志
・
藤
原
祐
子
・

山
本
明
志
『
元
典
章
が
語
る
こ
と

―
元
代
法
令
集
の
諸
相

―
』
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
所
収
）

小
竹
文
夫
・
岡
本
敬
二
編
著
『
元
史
刑
法
志
の
研
究
訳
注
』（
教
育
書
籍
、
一
九
六
二
年
）

梅
原
郁
編
『
訳
注
中
国
近
世
刑
法
志
』
下
（
創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
）

Paul R
atchnevsky, U

n C
ode des Yuan, B

ibliothèque de l’Institut des H
autes É

tudes C
hinoises, V

ol. IV

（1972-1985

）

2
　
モ
ン
ゴ
ル
語
直
訳
体
漢
語
文
体

　
モ
ン
ゴ
ル
語
直
訳
体
の
解
読
の
手
引
き
と
し
て
田
中
謙
二
「
元
典
章
文
章
の
研
究
」（
初
出
一
九
六
四
年
、
改
訂
増
補
『
田
中
謙
二
著
作
集
』

二
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
）、
亦
隣
真
「
元
代
硬
訳
公
牘
文
体
」（『
元
史
論
叢
』
一
輯
、
一
九
八
二
年
、
北
京
、
中
華
書
局
、
加
藤
雄
三
訳

『
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』
一
六
号
、
二
〇
〇
一
年
）、
李
崇
興
・
祖
生
利
『《
元
典
章
・
刑
部
》
語
法
研
究
』（
鄭
州
、
河
南
大
学
出
版
社
、
二
〇

一
一
年
）
が
あ
る
。
田
中
謙
二
氏
は
、
モ
ン
ゴ
ル
語
文
章
と
、
直
訳
体
を
並
列
し
て
文
法
を
示
し
、
ま
た
語
彙
を
説
明
し
、
及
び
当
時
の

官
僚
機
構
に
言
及
し
て
い
る
。
亦
隣
真
氏
も
頻
出
す
る
特
徴
的
な
語
彙
の
説
明
、
文
法
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
李
崇
興
・
祖
生
利
両

氏
は
吏
牘
文
・
直
訳
体
の
用
語
及
び
助
詞
や
語
尾
変
化
を
示
す
語
彙
を
辞
書
的
に
見
つ
け
る
に
便
利
で
あ
る
。
宮
紀
子
「
モ
ン
ゴ
ル
が
遺

し
た
「
翻
訳
」
言
語
」（『
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』
二
八
号
・
二
九
号
、
二
〇
〇
三
～
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。
ま
た
前
掲
『
元
典
章
が
語
る

こ
と
』
の
各
論
文
も
元
典
章
読
解
を
助
け
て
く
れ
る
。
小
林
高
四
郎
・
岡
本
敬
二
編
『
通
制
条
格
の
研
究
訳
注
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
六
四

～
一
九
七
五
年
）
は
、
語
釈
は
少
な
い
が
、
す
べ
て
を
訓
読
し
て
い
る
の
で
大
い
に
参
考
に
な
る
。
ほ
か
に
詔
令
、
礼
部
、
兵
部
及
び
若
干

の
項
目
に
つ
い
て
校
訂
、
訳
注
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
【
参
考
文
献
】
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。
以
上
の
書
物
で
モ
ン
ゴ
ル
語
直
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訳
体
漢
文
の
読
解
の
手
引
き
と
し
て
充
分
で
は
あ
り
、
屋
上
に
屋
を
重
ね
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
あ
ら
た
め
て
以
下
に
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。

　『
通
制
條
格
』・『
至
正
條
格
』・『
元
典
章
』
を
は
じ
め
と
し
た
編
纂
さ
れ
た
も
の
の
直
訳
文
体
は
、
世
祖
以
前
に
あ
る
程
度
決
ま
り
事
が

あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
世
祖
以
降
の
法
令
で
は
さ
ら
に
定
式
化
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
語
直
訳
体
漢
文
は
、
基
本
的
に
は
モ
ン
ゴ
ル
語
の
語
順
に

な
ら
っ
た
表
現
で
書
か
れ
た
。
モ
ン
ゴ
ル
語
は
い
わ
ゆ
る
膠
着
語
で
、
接
尾
辞
に
よ
っ
て
、
言
葉
の
文
法
的
・
機
能
的
働
き
、
動
詞
の
時

制
が
示
さ
れ
、
動
詞
は
最
後
に
つ
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
一
方
、
漢
語
は
言
葉
の
文
章
上
の
機
能
は
語
順
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
基
本
的

に
は
動
詞
は
主
語
の
次
に
来
る
。
し
た
が
っ
て
、
モ
ン
ゴ
ル
語
の
語
順
に
そ
っ
た
漢
文
を
作
成
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
語
尾
を
付
し
た

漢
文
が
発
明
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
「
私
は
大
都
に
行
く
」
は
、
漢
語
で
は
「
我
去
大
都
」
で
あ
り
、
モ
ン
ゴ
ル
語
直
訳
体
で
は
「
我
大
都

根
底
去
有
」
と
な
る
（
根
底
は
助
詞
「
に
」
あ
た
る
）。
日
本
語
と
同
じ
ウ
ラ
ル
・
ア
ル
タ
イ
語
で
あ
る
た
め
、
語
順
は
日
本
語
に
近
く
、
日

本
語
の
感
覚
で
文
章
が
読
め
、
日
本
語
修
得
者
は
文
体
に
な
じ
み
や
す
い
。
た
だ
日
本
語
の
場
合
と
同
様
に
、
修
飾
語
と
被
修
飾
語
の
関

係
が
不
明
瞭
の
場
合
が
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
モ
ン
ゴ
ル
語
の
語
順
に
沿
っ
て
い
る
が
、
同
一
文
章
の
な
か
に

漢
語
的
表
現
・
漢
文
の
語
順
で
書
か
れ
て
い
る
箇
所
も
混
在
し
、
読
解
を
困
難
に
す
る
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
直
訳
体
で
付
記
さ
れ
る
名
詞
の
格
は
、
日
本
語
の
助
詞
で
い
え
ば
主
格
は
〈
が
〉・
属
格
は
〈
の
〉・
与
位
格
は
〈
に
〉・
対
格
は
〈
を
〉・

奪
格
は
〈
よ
り
・
か
ら
〉・
造
格
は
〈
よ
っ
て
〉・
共
同
格
は
〈
と
も
に
・
と
〉
に
あ
た
る
。
こ
れ
ら
は
モ
ン
ゴ
ル
語
で
は
異
な
る
表
記
で

あ
る
。
し
か
し
直
訳
体
で
は
、
的
は
ほ
ぼ
属
格
で
の
み
の
使
用
だ
が
、
ほ
か
の
助
詞
は
同
じ
文
字
・
文
字
群
で
あ
る
根
底
・
裏
・
行
が
併

用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
主
格
は
強
意
で
な
い
限
り
示
さ
れ
ず
、
ま
た
対
格
も
明
確
で
あ
る
時
は
示
さ
れ
な
い
。
造
格
は
依
、
共
同
格
は
與

と
漢
語
表
現
を
す
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
従
属
節
の
よ
う
な
文
章
の
な
か
で
は
、
主
語
に
あ
た
る
も
の
は
対
格
で
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

被
修
飾
語
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
人
称
所
有
格
は
後
置
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
我
が
文
書
」
は
文
書
我
的
、「
彼
の
頭
」
は
頭
他
的
と
な

る
。

　
モ
ン
ゴ
ル
語
で
は
単
複
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
多
く
、
直
訳
体
で
も
そ
れ
は
比
較
的
厳
格
に
示
さ
れ
て
お
り
、
同
種
の
も
の
が
複
数
あ
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る
こ
と
を
示
す
時
に
は
毎
が
後
置
さ
れ
、
い
く
つ
か
の
も
の
を
並
列
す
る
い
わ
ば
「
な
ど
」
の
場
合
は
等
が
付
記
さ
れ
る
。

　
動
詞
語
尾
も
、
モ
ン
ゴ
ル
語
で
は
各
種
あ
る
。
形
動
詞
（
日
本
語
の
連
体
形
）
の
語
尾
と
し
て
的
・
處
な
ど
が
使
用
さ
れ
る
ほ
か
、
後
文

に
接
続
す
る
動
詞
語
尾
は
着
・
時
・
間
な
ど
で
示
さ
れ
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
動
詞
語
尾
が
漢
字
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
な
お

多
く
の
文
章
の
語
尾
に
有
が
付
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
終
止
形
を
示
す
の
で
は
な
く
、
日
本
語
で
使
用
さ
れ
る
存
在
や
確
認
を
示
し
、
さ
し

ず
め
「
食
べ
る
の
で
あ
る
」
の
「
あ
る
」
に
近
い
用
法
の
モ
ン
ゴ
ル
語
を
訳
し
た
も
の
で
、
体
言
・
形
容
詞
で
終
わ
る
文
章
に
も
つ
く
。
し

た
が
っ
て
、「
無
有
」
は
「
な
い
の
で
あ
る
」
の
意
で
あ
り
、
有
の
否
定
で
は
な
い
。
た
だ
し
「
有
無
」
の
「
有
」
の
意
で
の
使
用
も
あ
る
。

　
ま
た
命
令
語
尾
に
者
・
着
、
否
定
命
令
に
休
…
者
が
使
わ
れ
、
也
者
は
希
望
的
な
命
令
、
願
望
、
要
望
に
使
わ
れ
る
。
譲
歩
あ
る
い
は

仮
定
、
条
件
、
及
び
後
文
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
を
表
す
呵
が
あ
る
。
過
去
を
表
す
來
、
過
去
・
完
了
を
表
す
に
は
了
・
了
來
・

了
也
・
了
去
が
つ
き
、
あ
る
い
は
冒
頭
に
既
が
付
記
さ
れ
る
。
ま
た
過
去
の
否
定
は
不
曾
で
表
記
さ
れ
る
。

　
ほ
か
に
頻
出
す
る
文
字
群
は
、
直
前
の
文
章
が
直
接
的
・
間
接
的
話
法
を
示
す
麽
道
、
理
由
・
原
因
を
示
す
上
頭
が
あ
る
。
多
く
は
的

上
頭
で
理
由
・
原
因
を
示
す
が
、
時
に
漢
文
用
法
の
依
・
爲
が
冒
頭
に
つ
い
て
い
る
。

　
使
用
さ
れ
る
漢
語
が
当
時
の
吏
牘
文
的
な
口
語
で
あ
る
こ
と
も
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
モ
ン
ゴ
ル
語
と
漢
語
を
対
照
し
て
訳
す

時
に
、
音
節
の
長
い
モ
ン
ゴ
ル
語
に
合
わ
せ
る
に
口
語
的
な
複
合
単
語
が
対
応
し
や
す
か
っ
た
た
め
か
、
あ
る
い
は
漢
語
文
語
の
素
養
が

な
か
っ
た
も
の
が
通
訳
・
書
記
で
あ
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
す
べ
て
の
言
葉
が
漢
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
モ
ン
ゴ

ル
語
を
は
じ
め
と
し
て
、
漢
語
以
外
の
言
葉
を
音
写
し
た
も
の
が
散
見
す
る
。

【
参
考
文
献
】

小
澤
重
男
『
元
朝
秘
史
全
釈
』
上
中
下
（
風
間
書
房
、
一
九
八
四
～
一
九
八
九
年
）

小
澤
重
男
『
元
朝
秘
史
全
釈
続
攷
』
上
中
下
（
風
間
書
房
、
一
九
八
四
～
一
九
八
九
年
）
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寺
田
隆
信
・
熊
本
崇
編
「
校
定
元
典
章
兵
部
」
上
中
下
（『
東
北
大
学
東
洋
史
論
集
』
二
～
四
号
、
一
九
八
六
～
一
九
九
〇
年
）

小
野
裕
子
「『
元
典
章
』
市
舶
法
全
文
訳
注
」（『
東
ア
ジ
ア
と
日
本

―
交
流
と
変
容

―
』
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
、
二
〇
〇
六

年
所
収
）

元
代
の
法
制
研
究
班
「『
元
典
章
・
禮
部
』
校
定
と
訳
注
」
一
～
三
（『
東
方
学
報
』
京
都
八
一
～
八
三
冊
、
二
〇
〇
七
～
二
〇
〇
八
年
）

張
金
銑
校
注
『
元
典
章
校
注
　
詔
令
　
聖
政
　
朝
綱
　
臺
綱
　
吏
部
巻
』（
合
肥
、
黄
山
書
社
、
二
〇
一
一
年
）

一
　
法
例

＊
本
稿
で
扱
う
史
料
に
は
、
正
字
・
異
体
字
な
ど
が
混
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
全
て
正
字
で
表
記
し
、
ま
た
訓
読
は
し
な
い
。

【
史
料
I
】

『
元
典
章
』
巻
五
、
台
綱
、
内
台
「
整
治
台
綱
」　

① 

原 

文

大
德
十
一
年
十
月
十
五
日
、
欽
奉
垩
旨
節
該
、
世
祖
皇
帝
立
御
史
臺
、
中
書
省
・
樞
密
院
・
制
國
用
使
用
（
司
）
內
外
但
是
勾
當
裏
行
的

官
人
每
、
使
見
識
、
行
無
體
例
的
勾
當
呵
、
體
察
者
。
肅
淸
百
姓
每
的
風
俗
、
照
刷
各
衙
門
的
文
卷
者
、
麽
衜
、
敎
行
呵
、
於
民
便
益
來
。

如
今
脫
脫
奉
（
秦
）
國
公
・
右
（
左
）
丞
相
爲
御
史
大
夫
、
只
兒
哈
郞
爲
御
史
中
丞
、
整
治
臺
綱
者
、
麽
衜
、
委
付
了
也
。
不
以
是
何
軍
・

站
・
民
・
匠
管
着
的
官
人
每
、
不
用
心
撫
治
、
卛
斂
錢
物
、
無
體
例
橫
斜
（
科
）
差
役
的
上
頭
、
百
姓
每
生
受
有
。
係
官
錢
糧
・
造
作
物

料
內
、
克
落
・
侵
盜
的
、
移
易
借
貸
的
、
覰
面
皮
、
要
肚
皮
、
敎
百
姓
每
生
受
、
不
公
不
法
的
官
吏
每
根
底
、
監
察
每
・
肅
政
廉
訪
司
官

人
每
、
用
心
依
體
例
體
察
的
每
根
底
、
添
與
他
每
名
分
。
他
每
無
體
例
差
池
了
呵
、
吿
的
人
每
依
着
在
先
垩
旨
體
例
裏
、
御
史
臺
裏
昔

（
吿
）
者
。
監
察
每
・
肅
政
廉
訪
司
官
每
、
體
察
出
來
的
勾
當
問
的
其
閒
、
不
揀
誰
休
阻
壞
者
。
這
的
每
衜
、
這
般
宜
諭
了
也
、
麽
衜
。
别
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了
體
例
行
呵
、
他
每
不
怕
那
甚
麽
。
但
有
合
行
的
勾
當
、
依
着
在
先
行
來
的
垩
旨
體
例
裏
行
者
。
各
自
委
付
着
的
勾
當
裏
、
用
心
向
前
行

者
、
麽
衜
。
衆
人
每
根
底
宣
諭
的
垩
旨
行
了
也
。
垩
旨
俺
的
。
羊
兒
年
十
月
十
五
日
。

② 
訓 
読
　
省
略

③ 

語 
釈

〈
節
該
〉
主
旨
の
概
略
（［
田
中
二
〇
〇
〇
］
三
八
九
頁
参
照
）、
し
か
し
要
約
と
い
う
よ
り
も
必
要
部
分
を
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ほ

か
に
聖
旨
の
該
な
ど
の
表
現
も
見
ら
れ
る
。
以
下
の
現
代
語
訳
で
は
該
は
訳
さ
な
い
。　〈
制
國
用
使
司
〉
税
役
を
中
心
に
取
り
扱
っ
た
官

署
で
あ
り
、
中
書
省
に
あ
る
戸
部
か
ら
財
政
権
を
独
立
さ
せ
る
た
め
に
至
元
三
年
（
一
二
六
六
）
に
設
置
さ
れ
た
。
至
元
七
年
（
一
二
七
〇
）

に
廃
止
さ
れ
た
が
、
至
元
八
年
（
一
二
七
一
）
設
置
の
尚
書
省
は
、
こ
の
官
署
を
昇
格
さ
せ
、
そ
の
任
を
受
け
継
い
だ
だ
け
で
な
く
、
中
書

省
か
ら
権
限
を
奪
っ
た
。　〈
但
是
〉
あ
る
い
は
「
但
」
は
、『
元
朝
秘
史
』
の
モ
ン
ゴ
ル
語
の
漢
訳
と
し
て
強
意
の
意
に
使
用
さ
れ
、
こ
こ

も
そ
れ
に
従
う
。　〈
勾
當
〉
仕
事
、
公
務
。　〈
見
識
〉
策
略
、
計
略
。　〈
無
體
例
〉「
體
例
（
法
、
き
ま
り
）
が
な
い
」
の
意
だ
け
で
な
く
、

直
訳
体
・
吏
牘
文
で
は
、「
悪
い
こ
と
」「
不
正
」
の
意
で
も
使
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
の
意
に
と
っ
た
。【
解
説
】
で
の
漢
文
と
の
比
較

を
参
照
。　〈
體
察
〉
実
地
に
調
査
・
審
理
す
る
、
自
ら
調
査
す
る
。　〈
照
刷
〉
文
書
の
検
査
。
春
季
・
夏
季
の
二
回
、
監
察
御
史
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
。　〈
整
治
〉
厳
粛
に
整
え
る
。　〈
臺
綱
〉
政
事
を
行
う
上
の
綱
紀
。　〈
不
以
是
何
〉
何
で
も
。　〈
軍
・
站
・
民
・
匠
管
着
的

官
人
〉
元
朝
で
は
、
兵
役
は
軍
戸
、
駅
伝
に
関
す
る
役
は
站
戸
、
職
人
の
戸
は
匠
戸
と
し
、
一
般
の
民
戸
と
そ
れ
ぞ
れ
別
の
管
轄
下
に
あ
っ

た
。　〈
克
落
〉
ピ
ン
ハ
ネ
を
す
る
。　〈
移
易
〉
変
え
る
。　〈
肚
皮
〉
賄
賂
。　〈
添
與
他
每
名
分
〉
彼
の
官
位
を
上
げ
る
。
添
與
は
黜
渉
に

対
応
し
て
使
用
さ
れ
る
。
な
お
名
分
は
官
位
の
意
。　〈
差
池
〉
そ
ろ
わ
な
い
、
間
違
い
、
意
外
な
こ
と
、
思
わ
ぬ
災
難
。　〈
不
揀
誰
〉
誰

で
も
。　〈
別
〉
そ
む
く
。　〈
不
怕
那
甚
麽
〉
ど
う
し
て
お
そ
れ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。「
お
そ
れ
な
い
と
罰
を
受
け
る
な
ど
の
困
っ
た
こ

と
に
な
る
」
と
い
う
含
み
が
あ
る
。　〈
向
前
〉
今
後
。　〈
俺
〉
一
人
称
の
複
数
形
で
あ
る
。
皇
帝
や
上
級
官
署
で
は
単
数
で
も
複
数
で
表

す
こ
と
が
あ
る
。　〈
羊
兒
年
〉
丁
未
年
。
大
徳
一
一
年
（
一
三
〇
七
）。
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④ 

和 

訳

　
大
徳
一
一
年
一
〇
月
一
五
日
、〔
御
史
台
が
〕
欽
し
ん
で
奉
っ
た
聖
旨
の
節
該
に
、「
世
祖
皇
帝
が
御
史
台
を
立
て
、『
中
書
省
・
枢
密

院
・
制
国
用
使
司
の
内
外
で
ま
さ
に
公
務
を
行
っ
て
い
る
官
人
が
策
略
を
弄
し
、
悪
い
こ
と
を
行
っ
て
い
れ
ば
、
実
地
に
調
査
せ
よ
。
人
々

の
風
紀
を
厳
し
く
取
り
締
ま
り
、
各
衙
門
の
文
巻
を
照
刷
せ
よ
』
と
、〔
文
書
を
〕
下
さ
せ
た
の
は
、
民
に
と
っ
て
よ
か
っ
た
。
今
、〔
朕

（
武
宗
）
は
〕 
秦
国
公
左
丞
相
脱
脱
を
御
史
大
夫
と
し
、
只
児
哈
郎
を
御
史
中
丞
と
し
、『
綱
紀
を
厳
格
に
整
え
よ
』
と
い
っ
て
、
委
ね
た
の

だ
。
あ
ら
ゆ
る
軍
〔
戸
〕・
站
〔
戸
〕・
民
〔
戸
〕、
匠
〔
戸
〕
を
管
轄
す
る
官
人
ら
が
心
し
て
〔
人
々
を
〕
慰
撫
せ
ず
、
銭
物
を
収
奪
し
、

不
正
に
か
っ
て
に
差
役
を
す
る
の
で
、
人
々
は
苦
し
ん
で
い
る
。
官
の
銭
糧
・〔
官
が
〕
製
造
す
る
た
め
の
物
品
を
ピ
ン
ハ
ネ
し
、
盗
む
も

の
、
借
貸
に
流
用
す
る
も
の
、〔
相
手
の
〕
顔
色
を
う
か
が
っ
て
賄
賂
を
も
と
め
る
な
ど
、
人
々
を
苦
し
め
る
不
正
や
違
法
行
為
を
す
る
官

吏
ら
を
、
監
察
〔
御
史
〕・
粛
政
廉
訪
司
の
官
人
ら
で
心
し
て
法
に
よ
っ
て
自
ら
調
査
す
る
も
の
を
昇
進
さ
せ
る
。
彼
ら
が
不
正
や
ま
ち
が

い
を
す
れ
ば
、
告
発
す
る
者
は
先
の
聖
旨
に
あ
る
法
に
従
っ
て
、
御
史
台
に
告
げ
よ
。
監
察
〔
御
史
〕・
粛
政
廉
訪
司
の
官
ら
自
ら
が
調
査

し
て
い
る
こ
と
を
た
だ
し
て
い
る
時
、
誰
も
妨
げ
る
な
。
こ
の
こ
と
を
『
こ
の
よ
う
に
宜
諭
し
た
ぞ
』
と
言
う
。
法
に
背
い
て
行
え
ば
、
彼

ら
は
困
っ
た
こ
と
に
な
る
ぞ
。
も
し
下
す
べ
き
こ
と
が
あ
れ
ば
、
先
に
下
さ
れ
た
聖
旨
の
法
に
よ
っ
て
下
せ
。
各
自
が
委
ね
ら
れ
て
い
る

公
務
を
、
心
し
て
今
後
は
行
え
、
と
。
衆
人
ら
に
宣
諭
す
る
聖
旨
を
下
し
た
ぞ
。
わ
が
聖
旨
で
あ
る
。
羊
の
年
一
〇
月
一
五
日
」
と
。

【
解
説
】

　
大
徳
一
一
年
正
月
に
第
二
代
皇
帝
成
宗
が
死
去
し
、
皇
位
継
承
の
争
い
の
後
、
武
宗
は
五
月
に
即
位
し
た
。
脱
脱
は
武
宗
が
皇
帝
に
な

る
以
前
か
ら
の
臣
下
で
あ
り
、
そ
の
即
位
に
尽
力
し
た
。
即
位
直
後
に
左
丞
相
の
位
を
得
、
御
史
大
夫
は
兼
任
で
あ
っ
た
と
も
と
れ
る
。
只

児
哈
郎
は
後
に
御
史
大
夫
に
昇
格
す
る
。

　
武
宗
が
御
史
台
の
人
事
を
行
う
に
あ
た
り
、
世
祖
の
聖
旨
を
あ
ら
た
め
て
示
し
、
御
史
台
の
責
務
の
主
旨
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
元
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代
で
は
、
中
書
省
（
民
事
）・
枢
密
院
（
軍
事
）
と
と
も
に
官
僚
監
察
機
関
で
あ
る
御
史
台
が
三
大
官
府
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
長
官
は
皇
帝

の
い
わ
ば
諮
問
機
関
を
作
っ
て
い
た
。
御
史
台
の
監
察
実
務
を
行
う
の
は
監
察
御
史
で
あ
っ
た
。
ま
た
各
地
を
道
（
最
終
的
に
は
二
二
）
に

分
け
、
官
府
を
粛
政
廉
訪
司
（
は
じ
め
提
刑
按
察
司
）
と
し
、
管
轄
地
区
の
官
僚
の
監
査
を
行
っ
た
。

　
世
祖
の
詔
は
『
元
典
章
』
巻
五
、
内
台
に
、
至
元
五
年
七
月
「
設
立
憲
台
格
例
」
と
し
て
、
漢
語
文
語
で
書
か
れ
た
条
例
が
採
録
さ
れ

て
い
る
。
本
条
の
世
祖
の
聖
旨
の
部
分
は
「
一
、
彈
劾
中
書
省
・
樞
密
院
・
制
國
用
使
司
等
內
外
百
官
奸
邪
非
違
、
肅
淸
風
俗
、
刷
磨
諸

司
案
牘
、
并
監
察
祭
祀
及
出
使
之
事
」
と
あ
る
。
本
例
で
「
使
見
識
、
行
無
體
例
的
勾
當
」
と
あ
る
箇
所
は
「
百
官
奸
邪
非
違
」
と
あ
る
。

な
お
成
宗
即
位
後
の
至
元
三
一
年
七
月
・
仁
宗
延
祐
六
年
一
二
月
（『
元
典
章
』
巻
二
、
聖
政
、
肅
台
綱
）、
英
宗
即
位
の
至
治
元
年
（『
元
典
章

新
集
』
朝
綱
、
御
史
台
、
整
治
台
綱
、［
田
中
二
〇
〇
〇
］
三
六
一
頁
参
照
）
に
も
同
じ
聖
旨
が
発
令
さ
れ
て
い
る
。

【
書
式
】

　
冒
頭
の
聖
旨
以
下
が
、
御
史
台
が
受
け
と
っ
た
武
宗
の
聖
旨
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
世
祖
の
聖
旨
が
示
さ
れ
て
い
る
。
世
祖
の
聖
旨
を

含
め
、
モ
ン
ゴ
ル
語
直
訳
体
で
書
か
れ
て
い
る
。「
衆
人
每
根
底
宣
諭
的
垩
旨
行
了
也
。
垩
旨
俺
的
。
羊
兒
年
十
月
十
五
日
」
と
あ
る
が
、

聖
旨
の
末
尾
に
は
、
こ
の
よ
う
に
聖
旨
を
宣
諭
し
た
こ
と
を
改
め
て
強
調
す
る
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

【
史
料
II
】

『
元
典
章
』
巻
三
八
、
兵
部
、
違
例
「
禁
治
飛
放
」

① 

原 

文

元
貞
三
年
二
月
、
建
寜
路
承
奉
行
省
劄
付
、
檢
會
到
先
欽
奉
垩
旨
、
蠻
子
田
地
裏
有
的
行
中
書
省
・
行
樞
密
院
・
行
臺
爲
頭
勾
當
裏
但
行

踏
官
人
每
根
底
・
通
事
每
根
底
・
民
戶
每
根
底
、
您
每
行
閑
雜
飛
放
有
、
衜
。
如
今
咱
每
行
飛
放
的
不
曾
衜
的
上
頭
、
別
箇
勾
當
裏
但
行
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的
官
人
每
根
底
、
別
箇
通
事
每
、
揀
麽
是
誰
飛
放
呵
、
鷹
狗
每
行
他
每
的
合
收
的
拘
收
者
、
衜
了
、
這
般
宣
諭
了
。
私
下
擅
自
飛
放
的
行

拿
着
呵
、
依
在
先
垩
旨
體
例
裏
、
那
箇
日
頭
裏
騎
的
鞍
・
馬
・
弓
・
箭
・
鷹
・
狗
行
、
那
箇
日
頭
裏
穿
的
襖
子
（
了
）・
衣
服
他
每
的
要
了
、

打
七
下
者
。
垩
旨
俺
的
。
欽
此
。
已
經
遍
行
各
處
、
欽
依
去
訖
。
今
體
知
得
各
路
府
州
司
縣
并
宣
使
亦
不
剌
金
說
稱
、
一
等
不
務
營
生
、
游

手
・
好
閑
・
破
落
戶
人
等
、
聚
集
群
黨
、
所
到
去
處
、
詐
稱
官
豪
勢
要
之
家
養
放
鷹
鷂
昔
愽
赤
并
放
馬
人
等
、
以
鷹
食
・
馬
料
爲
名
、
百

般
索
要
酒
食
頭
牲
、
搶
奪
錢
物
。
倘
若
不
從
、
便
行
打
拷
。
使
被
害
平
民
無
所
伸
訴
。
及
過
往
軍
人
亦
搔
擾
百
姓
。
若
不
嚴
行
禁
治
、
深

爲
未
便
。
省
府
合
下
仰
照
驗
施
行
。

② 

訓 

読
　
省
略

③ 

語 

釈

〈
建

路
〉
江
浙
等
行
中
書
省
管
轄
下
の
福
建
宣
慰
司
に
あ
る
路
。
現
福
建
省
。　〈
承
奉
〉
上
級
官
署
か
ら
承
る
。　〈
行
省
〉
行
中
書
省
の

こ
と
。
行
中
書
省
は
中
書
省
の
地
方
出
先
機
関
。　〈
劄
付
〉
中
上
級
官
署
か
ら
下
級
官
署
へ
の
文
書
。　〈
檢
會
〉
調
査
す
る
、
調
べ
確
か

め
る
。　〈
蠻
子
田
地
〉
旧
南
宋
領
域
、
江
南
地
域
、
長
江
以
南
の
地
域
。　〈
行
樞
密
院
〉
枢
密
院
の
地
方
出
先
機
関
。
多
く
は
長
く
設
置

さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
時
期
、
四
川
行
枢
密
院
が
あ
る
。　〈
行
臺
〉
行
御
史
台
の
こ
と
。
御
史
台
の
地
方
出
先
機
関
。
江
南
行
御
史
台

（
南
台
）、
陝
西
行
御
史
台
（
西
台
）
が
あ
っ
た
。　〈
行
踏
〉
往
来
す
る
、
体
を
動
か
す
、
つ
き
あ
う
。　〈
閑
雜
〉
む
だ
な
。　〈
飛
放
〉
鷹
狩

り
。　〈
揀
麽
是
誰
〉
誰
で
も
。　〈
鷹
狗
每
行
他
每
的
〉
人
称
所
有
格
が
後
置
す
る
例
で
あ
る
。
助
詞
は
所
有
格
よ
り
も
前
に
つ
く
。　〈
私

下
〉
ひ
そ
か
に
、
勝
手
に
。　〈
擅
自
〉
勝
手
に
。　〈
欽
此
〉
此
を
欽
む
。
そ
れ
以
前
の
文
章
ま
で
が
聖
旨
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
す
ぎ
ず
、

訳
す
必
要
は
な
い
と
も
い
え
る
が
、
本
稿
で
は
「
欽
し
ん
で
受
け
と
る
」
と
訳
す
。　〈
體
知
〉
子
細
に
観
察
し
了
解
す
る
こ
と
。
実
地
調

査
。　〈
宣
使
〉
胥
吏
。【
解
説
】
を
参
照
。　〈
說
稱
〉
公
言
す
る
、
言
明
す
る
。　〈
官
豪
勢
要
〉
官
僚
・
貴
族
・
豪
族
な
ど
権
勢
が
あ
る
も

の
。　〈
一
等
〉
一
種
。　〈
好
閑
〉
怠
け
者
。　〈
去
處
〉
と
こ
ろ
。　〈
昔
愽
赤
〉
シ
バ
グ
チ
、
鷹
を
飼
育
す
る
鷹
匠
。「
鷹
房
子
」「
鷹
坊
戸
」

と
漢
訳
さ
れ
る
。
元
代
で
は
モ
ン
ゴ
ル
貴
族
は
彼
ら
を
所
有
し
て
い
た
。　〈
鷂
〉
鷹
の
一
種
。　〈
打
拷
〉
責
め
打
つ
、
体
刑
を
加
え
る
。　
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〈
伸
訴
〉
上
級
官
僚
に
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
、
裁
判
を
要
求
す
る
こ
と
。　〈
未
便
〉
よ
ろ
し
く
な
い
。　〈
合
下
〉
た
だ
ち
に
。　〈
仰
〉
上

級
機
関
か
ら
下
級
機
関
に
申
し
つ
け
る
。　〈
照
驗
〉
調
べ
る
。

④ 
和 
訳

　
元
貞
三
年
（
一
二
九
七
）
二
月
、
建
寧
路
が
〔
江
浙
〕
行
省
か
ら
承
っ
た
劄
付
に
〔
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
〕。「
先
に
欽
し
ん
で
奉
っ
た
聖

旨
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、『
旧
南
宋
治
下
に
あ
る
行
中
書
省
・
行
枢
密
院
・
行
〔
御
史
〕
台
が
長
と
し
て
行
う
公
務
で
ま
さ
に
出
向
し
た
官

人
ら
・
通
事
ら
・
民
戸
ら
、
お
ま
え
た
ち
は
私
的
に
鷹
狩
り
を
し
て
い
る
、
と
い
う
。
今
、
我
々
に
は
鷹
狩
り
を
す
る
と
言
わ
ず
に
、
別

の
公
務
を
行
っ
て
い
る
官
人
ら
、
通
事
ら
な
ど
誰
で
あ
っ
て
も
鷹
狩
り
を
す
れ
ば
、〔
彼
ら
の
〕
鷹
や
犬
な
ど
の
押
収
で
き
る
も
の
を
没
収

せ
よ
と
、
こ
の
よ
う
な
宣
諭
を
し
た
。
ひ
そ
か
に
、
か
っ
て
に
鷹
狩
り
を
し
た
者
を
捕
ら
え
た
な
ら
ば
、
先
の
聖
旨
に
あ
る
法
に
従
っ
て
、

そ
の
日
に
騎
乗
し
た
鞍
・
馬
、
弓
・
箭
・
鷹
・
犬
と
、
そ
の
日
に
着
て
い
た
彼
ら
の
上
着
や
衣
服
を
と
り
あ
げ
、〔
罰
と
し
て
〕
七
回
打
て
。

朕
の
聖
旨
で
あ
る
』
と
〔
あ
っ
た
〕。〔
中
書
省
は
〕
此
を
欽
し
ん
で
受
け
と
り
、
す
で
に
各
所
に
遍
く
下
し
、
欽
み
〔
聖
旨
に
〕
依
る
よ

う
に
〔
伝
え
た
〕。

　
今
、
各
路
・
府
・
州
・
司
・
県
な
ら
び
に
宣
使
の
亦
不
剌
金
が
〔
次
の
よ
う
に
〕
言
っ
て
き
た
こ
と
を
実
地
調
査
し
た
。『
あ
る
種
の
生

業
を
つ
と
め
な
い
遊
び
人
・
な
ま
け
も
の
・
ご
ろ
つ
き
が
徒
党
を
組
み
、
到
る
と
こ
ろ
で
、
官
や
権
勢
の
あ
る
家
の
鷹
鷂
を
養
っ
て
い
る

シ
バ
グ
チ
（
鷹
匠
）
な
ら
び
に
馬
を
放
牧
す
る
者
で
あ
る
と
だ
ま
し
、
鷹
の
餌
・
馬
の
飼
料
を
名
目
に
い
ろ
い
ろ
酒
食
・
家
畜
を
も
と
め
、

銭
物
を
奪
っ
て
い
る
。
も
し
従
わ
な
い
と
、
す
ぐ
に
打
ち
す
え
る
。
被
害
の
人
々
に
は
訴
え
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
の
う
え
、
往
来
す
る

軍
人
も
ま
た
人
々
を
わ
ず
ら
わ
し
て
い
る
。
も
し
厳
し
く
禁
止
し
な
け
れ
ば
、
ま
こ
と
に
よ
ろ
し
く
な
い
』
と
。〔
中
書
〕
省
は
す
み
や
か

に
検
討
し
た
こ
と
を
下
す
の
で
、
施
行
さ
れ
た
い
」。

【
解
説
】
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元
貞
三
年
は
第
二
代
皇
帝
成
宗
時
代
。
建
寧
路
は
江
浙
等
行
中
書
省
福
建
道
宣
慰
使
司
管
轄
下
に
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
、
宣
使
亦
不

剌
金
が
不
法
な
鷹
狩
り
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
訴
え
て
き
た
た
め
、
聖
旨
を
再
確
認
し
、
法
の
施
行
を
促
し
て
い
る
。
宣
使
亦
不
刺
金

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
総
管
府
・
州
・
録
事
司
（
元
朝
特
有
の
官
署
で
、
府
や
州
な
ど
の
重
要
地
に
置
か
れ
、
県
の
管
轄
か
ら

区
別
し
た
）・
県
の
長
官
と
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
、
福
建
道
宣
慰
使
と
思
わ
れ
る
。

　
モ
ン
ゴ
ル
人
は
鷹
狩
り
を
好
み
、
皇
帝
を
は
じ
め
、
有
力
者
は
鷹
匠
を
持
ち
、
彼
ら
は
鷹
の
餌
や
み
ず
か
ら
の
飲
食
を
人
民
に
要
求
し
、

人
々
を
苦
し
め
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
特
に
地
方
官
の
首
長
が
モ
ン
ゴ
ル
人
の
場
合
に
は
、
禁
令
も
な
き
が
ご
と
く
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
至
元
二
四
年
（
一
二
八
七
）
九
月
一
四
日
に
、
鷹
匠
や
ほ
か
の
公
務
で
派
遣
さ
れ
て
い
る
者
が
、
鷹
の
餌
や
自
ら
の
食
事
を
要
求
す
る

事
を
禁
止
し
た
聖
旨
が
あ
る
（『
通
制
條
格
』
巻
二
八
、
雑
令
、
擾
民
）。
至
元
二
九
年
（
一
二
九
二
）・
三
〇
年
（
一
二
九
三
）
に
も
同
様
な
禁
令

が
出
て
お
り
、
本
件
の
後
に
も
大
徳
七
年
（
一
三
〇
八
）
に
同
様
の
禁
令
が
出
て
い
る
。『
元
史
』
巻
一
〇
五
、
刑
法
志
に
、「
諸
職
官
違
例

放
鷹
、
追
奪
當
日
所
服
用
鞍
馬
衣
物
沒
官
」
と
あ
る
。
な
お
本
件
は
、
不
法
な
鷹
狩
に
対
す
る
罰
則
と
、
そ
れ
に
便
乗
し
た
無
頼
の
や
か

ら
を
と
り
し
ま
る
こ
と
が
主
旨
の
条
例
で
あ
る
。

　
本
例
の
モ
ン
ゴ
ル
語
直
訳
体
の
部
分
は
、
田
中
謙
二
氏
が
す
で
に
解
読
し
て
い
る
（［
田
中
二
〇
〇
〇
］
三
二
九
頁
）
が
、
筆
者
と
直
訳
体

の
語
尾
の
解
釈
を
異
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
…
勾
當
裏
但
行
踏
官
人
每
根
底
・
通
事
每
根
底
・
民
戶
每
根
底
、
您
每
行
閑
雜
飛
放
有
、

衜
」（
公
務
で
出
張
す
る
官
人
ら
に
、
通
事
ら
に
、
民
戸
ら
に
〔
対
し
て
〕、「
あ
な
た
が
た
の
と
こ
ろ
で
は
、
無
用
に
（
鷹
・
犬
を
）
を
飛
放
さ
せ
て
い
る
」

と
い
わ
れ
て
い
る
）
と
あ
る
。
筆
者
は
、「
您
每
行
」
と
そ
の
直
前
の
「
根
底
」
ま
で
を
同
格
と
し
、「
行
」「
根
底
」
い
ず
れ
も
従
属
文
の

主
語
を
示
す
と
し
て
訳
し
た
。
ま
た
「
官
人
每
根
底
・
通
事
每
根
底
・
民
戶
每
根
底
」
と
あ
る
「
民
戶
」
は
「
軍
戶
」
の
誤
謬
と
も
考
え

ら
れ
る
。
元
代
は
、
軍
官
の
力
が
強
く
、
管
轄
の
軍
戸
を
使
役
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

　
モ
ン
ゴ
ル
の
笞
刑
・
杖
刑
は
七
を
単
位
と
し
、
五
十
七
ま
で
は
笞
、
そ
れ
以
上
一
百
七
ま
で
は
杖
で
打
っ
た
。
七
を
単
位
に
す
る
の
は

モ
ン
ゴ
ル
族
の
慣
習
で
あ
っ
た
。
当
初
、
笞
十
の
と
こ
ろ
を
、
七
と
し
、
モ
ン
ゴ
ル
時
代
に
入
っ
て
、
刑
が
軽
減
化
し
た
が
、
そ
の
後
、
む
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し
ろ
重
く
な
っ
た
。
な
お
元
代
の
刑
は
ほ
か
に
、
徒
・
流
・
死
が
あ
る
。

【
書
式
】

　
文
頭
の
行
省
の
劄
付
よ
り
以
下
が
、
中
書
省
の
文
書
で
あ
る
。
聖
旨
と
各
路
府
州
司
県
及
び
宣
使
亦
不
剌
金
の
こ
と
ば
が
引
用
さ
れ
て

い
る
。
聖
旨
は
モ
ン
ゴ
ル
語
直
訳
体
で
あ
り
、
宣
使
亦
不
剌
金
の
言
は
吏
牘
文
で
あ
る
。

【
参
考
文
献
】

岩
村
忍
「
元
朝
の
笞
杖
刑
に
つ
い
て
」（『
東
方
学
』
三
輯
、
一
九
五
二
年
、
の
ち
岩
村
忍
『
モ
ン
ゴ
ル
社
会
経
済
史
の
研
究
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研

究
所
、
一
九
六
八
年
所
収
）

【
史
料
III
】

『
元
典
章
新
集
』
刑
部
、
訴
訟
、
約
会
「
僧
俗
相
干
詞
訟
」　

① 

原 

文

延
祐
七
年
十
一
月
◇
日
、
江
西
行
省
准
中
書
省
咨
、
宣
政
院
呈
、
延
祐
七
年
四
月
十
四
日
、
奏
過
事
內
一
件
。
行
宣
政
院
官
人
每
俺
根
底

與
將
文
書
來
。
和
尙
每
、
除
犯
奸
盜
・
詐
僞
・
致
傷
人
命
重
罪
有
呵
、
依
舊
例
交
管
民
官
歸
問
外
、
其
餘
僧
俗
相
爭
的
勾
當
有
呵
、
與
行

省
・
行
宣
政
院
・
宣
慰
司
・
管
民
官
一
同
約
會
歸
結
者
。
和
尙
不
揀
甚
麽
勾
當
有
呵
、
諸
衙
門
官
人
每
添
氣
力
者
。
更
行
宣
政
院
的
文
書

與
行
省
并
各
路
行
移
者
。
這
般
垩
旨
有
來
。
如
今
行
宣
政
院
說
、
他
每
有
合
行
的
勾
當
呵
、
依
着
體
例
裏
、
與
各
路
并
各
寺
院
住
持
約
會

問
呵
、
有
司
家
推
稱
着
、
俺
無
體
例
與
住
持
約
會
、
麽
衜
、
爲
這
般
上
頭
、
勾
當
裏
好
生
窒
礙
有
。
如
今
依
自
世
祖
皇
帝
以
來
累
降
垩
旨
、

但
凡
僧
俗
相
犯
的
勾
當
有
呵
、
行
省
・
各
路
諸
衙
門
官
人
每
添
氣
力
、
做
伴
當
者
。
這
般
行
了
垩
旨
。
不
添
氣
力
、
不
做
伴
當
、
別
了
的
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官
人
每
奏
將
來
、
要
罪
過
者
、
俺
行
與
省
家
文
書
呵
、
怎
生
、
奏
呵
、
奉
垩
旨
、
那
般
者
。
麽
衜
、
垩
旨
了
也
。
欽
此
。
具
呈
照
詳
。
都

省
咨
請
依
上
施
行
。

② 
訓 
読
　
省
略

③ 

語 
釈

〈
江
西
行
省
〉
江
西
等
処
行
中
書
省
の
略
。　〈
准
〉
下
の
も
の
か
ら
う
け
る
。　〈
咨
〉
同
等
の
官
府
間
の
文
書
。　〈
呈
〉
下
級
官
位
・
官
府

か
ら
上
級
へ
の
文
書
。　〈
與
將
〉
よ
こ
す
、
伝
達
す
る
。　〈
舊
例
〉『
通
制
條
格
』・『
元
典
章
』
で
は
、
多
く
金
朝
の
法
、
泰
和
律
を
指
す

が
、
こ
こ
で
い
う
旧
例
は
以
前
の
法
の
意
。【
解
説
】
を
参
照
。　〈
管
民
官
〉
達
魯
花
赤
を
除
く
路
・
府
・
州
・
県
な
ど
の
地
方
官
。　〈
歸

問
〉
罪
を
審
議
す
る
。　〈
歸
結
〉
解
決
す
る
。　〈
添
氣
力
〉
力
を
尽
く
す
。　〈
行
移
〉
行
文
移
牒
の
略
。
官
府
の
照
会
文
。　〈
有
司
家
〉

こ
こ
で
は
管
民
官
。　〈
推
稱
〉
口
実
を
つ
く
る
、
か
こ
つ
け
る
、
口
実
。　〈
住
持
〉
仏
教
寺
院
主
管
の
僧
の
職
称
。　〈
伴
當
〉
と
も
に
す

る
。　〈
省
家
〉
中
書
省
。　〈
具
呈
照
詳
〉
具
さ
に
呈
し
ま
す
の
で
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

④ 

和 

訳

　
延
祐
七
年
（
一
三
二
〇
）
一
一
月
◇
日
、
江
西
行
省
が
受
け
た
中
書
省
か
ら
の
咨
が
〔
あ
り
〕、
宣
政
院
か
ら
の
呈
に
〔
あ
っ
た
〕
延
祐

七
年
四
月
一
四
日
に
〔
宣
政
院
が
〕
上
奏
し
た
一
件
。「
行
宣
政
院
の
官
人
ら
が
私
ど
も
に
〔
次
の
よ
う
な
〕
文
書
を
よ
こ
し
た
。『
和
尚

ら
が
姦
・
盗
・
詐
偽
、
人
命
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
重
罪
を
犯
せ
ば
、
旧
例
で
は
、
も
と
よ
り
管
民
官
に
審
議
さ
せ
、
そ
の
ほ
か
の
僧
俗
が

相
争
う
事
案
が
あ
れ
ば
、
行
省
・
行
宣
政
院
・
宣
慰
司
・
管
民
官
が
と
も
に
約
会
し
、
解
決
せ
よ
。
和
尚
の
い
か
な
る
事
案
に
つ
い
て
も
、

諸
衙
門
の
官
人
ら
は
力
を
貸
せ
。
ま
た
行
宣
政
院
の
〔
訴
訟
に
関
わ
る
〕
書
は
行
省
な
ら
び
に
各
路
に
送
れ
』
と
。
こ
の
よ
う
な
聖
旨
が

あ
っ
た
。〔
と
こ
ろ
が
〕
今
、
行
宣
政
院
が
言
う
に
、『
彼
ら
（
管
民
官
）
は
行
う
べ
き
事
案
が
あ
れ
ば
、
法
に
従
っ
て
、
各
路
な
ら
び
に
各

寺
院
の
住
持
と
約
会
し
審
議
す
べ
き
で
あ
る
が
、
管
民
官
は
ご
ま
か
し
、
私
ど
も
に
は
住
持
と
約
会
す
る
法
が
な
い
、
と
言
い
、
こ
の
た

め
公
務
が
よ
く
よ
く
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
い
る
』
と
。
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今
、
世
祖
皇
帝
以
来
、
か
さ
ね
て
下
さ
れ
た
聖
旨
に
よ
る
と
、『
も
し
も
お
よ
そ
僧
俗
が
相
犯
す
事
案
が
あ
れ
ば
、
行
省
・
各
路
諸
衙
門

の
官
人
ら
は
力
を
貸
し
、
と
も
に
〔
審
議
を
〕
せ
よ
』
と
。
こ
の
よ
う
な
聖
旨
が
下
さ
れ
て
い
る
。『
力
を
貸
さ
ず
、
と
も
に
〔
約
会
を
〕

し
な
い
違
反
し
た
官
人
ら
に
つ
い
て
上
奏
し
、
罰
を
与
え
よ
と
、
私
ど
も
（
宣
政
院
）
が
中
書
省
に
文
書
を
下
し
た
ら
ば
、
ど
う
で
し
ょ
う

か
』
と
、
上
奏
す
る
と
、
奉
っ
た
聖
旨
に
、『
そ
の
よ
う
に
せ
よ
』
と
あ
っ
た
。
こ
れ
を
欽
し
ん
で
受
け
た
。
具
さ
に
呈
す
る
の
で
、
ご
検

討
く
だ
さ
い
」
と
。
中
書
省
は
〔
江
西
行
省
に
〕
文
書
を
送
り
、
上
の
よ
う
に
施
行
す
る
よ
う
請
う
。

【
解
説
】

　
元
朝
の
宣
政
院
は
チ
ベ
ッ
ト
地
区
を
治
め
る
官
府
で
あ
る
が
、
ラ
マ
教
を
は
じ
め
と
し
た
仏
教
、
道
教
、
ま
た
僧
侶
・
道
士
を
も
管
轄

下
に
治
め
た
。
南
宋
を
支
配
下
に
治
め
て
か
ら
、
そ
の
出
先
機
関
と
し
て
行
宣
政
院
が
杭
州
に
置
か
れ
た
。

　
管
轄
機
関
の
異
な
る
も
の
が
関
わ
る
事
案
が
起
き
た
場
合
に
、
関
係
各
府
が
協
議
し
て
、
解
決
に
あ
た
り
、
そ
の
協
議
を
「
約
会
」
と

い
っ
た
。
本
件
で
旧
法
と
あ
る
の
は
、
皇
慶
二
年
（
一
三
一
三
）
に
僧
侶
の
犯
罪
に
関
す
る
法
が
変
わ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
旧
法
は
、

世
祖
皇
帝
的
垩
旨
、
皇
帝
的
垩
旨
明
白
有
「
犯
奸
的
、
殺
人
來
的
、
做
賊
說
謊
的
、
犯
罪
過
僧
衜
每
、
則
交
管
民
官
問
者
。
其
與
民

相
爭
地
土
一
切
爭
訟
勾
當
、
管
民
官
約
會
他
每
頭
目
一
同
問
者
」。（『
元
典
章
』
巻
三
九
、
刑
部
、
刑
名
「
僧
衜
做
賊
殺
人
管
民
官
問
者
」
の

大
徳
七
年
（
一
三
〇
三
）
の
文
書
）

と
あ
り
、
重
罪
を
犯
し
た
僧
に
つ
い
て
は
、
管
民
官
だ
け
の
裁
判
と
な
っ
て
い
た
。『
元
史
』
巻
一
〇
二
、
刑
法
志
、
職
制
上
に
は
、

諸
僧
人
但
犯
姦
盜
詐
僞
、
致
傷
人
命
及
諸
重
罪
、
有
司
歸
問
、
其
自
相
爭
吿
、
從
各
寺
院
住
持
本
管
頭
目
歸
問
。
若
僧
俗
相
爭
田
土
、

與
有
司
約
會
、
約
會
不
至
、
有
司
就
便
歸
問
。

と
あ
り
、
軽
罪
や
僧
と
俗
両
方
に
関
わ
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
管
民
官
と
宣
政
院
と
の
約
会
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
の
法
が
、

皇
慶
二
年
六
月
十
七
日
、
欽
奉
節
該
、
今
後
管
民
官
休
管
和
尙
每
者
。
依
着
在
先
垩
旨
體
例
、
奸
盜
詐
僞
、
致
傷
人
命
、
但
犯
重
罪
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過
的
、
管
民
官
問
者
。
除
這
的
外
、
和
尙
每
自
其
閒
…
。（『
通
制
條
格
』
巻
二
九
、
僧
道
、
詞
訟
）

皇
慶
二
年
六
月
乙
亥
、
詔
諭
僧
俗
辨
訟
、
有
司
及
主
僧
同
問
。（『
元
史
』
巻
二
四
）

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
以
後
、
僧
侶
が
犯
し
た
訴
訟
は
重
罪
で
も
管
民
官
の
み
に
委
ね
ず
、
宣
政
院
と
約
会
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
本
例
で
は
、
管
民
官
が
約
会
を
し
よ
う
と
し
な
い
た
め
に
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
種
類
の
裁
判
に
つ
い
て
か
は
不
明
で
あ

る
が
、
管
民
官
が
裁
判
権
を
削
減
さ
れ
た
こ
と
へ
の
不
満
か
ら
の
抵
抗
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
元
朝
の
多
く
の
皇
帝
や
皇
后
は
仏

教
を
信
奉
し
て
い
た
た
め
に
、
僧
の
力
が
強
く
、
重
罪
を
犯
し
た
僧
侶
ら
に
対
し
て
管
民
官
だ
け
で
裁
判
を
す
る
こ
と
が
変
更
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
一
方
、
時
の
皇
帝
仁
宗
は
漢
文
化
に
理
解
を
示
し
て
い
た
が
、
即
位
に
力
を
尽
く
し
た
太
后
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
僧
侶
に
関
わ
る
事
件
で
の
管
民
官
の
裁
判
権
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
背
景
に
は
、
太
后
の
権
威
が
み
え
、
ま
た
管
民
官
の
抵
抗
に
は
、
時

の
皇
帝
の
意
向
が
後
ろ
盾
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

【
書
式
】

　
江
西
行
省
へ
の
中
書
省
か
ら
の
文
書
で
あ
り
、「
　
」
は
宣
政
院
の
文
書
の
内
容
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
行
宣
政
院
と
聖
旨
が
含
ま
れ
て

い
る
。
モ
ン
ゴ
ル
語
直
訳
体
で
書
か
れ
て
い
る
。

【
参
考
文
献
】

有
高
巌
「
元
代
の
司
法
制
度
　
特
に
約
会
制
度
に
就
い
て
」（『
史
潮
』
六
巻
一
号
、
一
九
三
六
年
）

海
老
沢
哲
雄
「
約
会
に
関
す
る
覚
書
」（
小
竹
文
夫
・
岡
本
敬
二
編
著
『
元
史
刑
法
志
の
研
究
訳
注
』
教
育
書
籍
、
一
九
六
二
年
所
収
）

森
田
憲
司
「
約
会
の
現
場
」（
梅
原
郁
編
『
前
近
代
中
国
の
刑
罰
』
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
九
六
年
所
収
）

大
藪
正
哉
「
元
史
刑
法
志
に
見
え
る
僧
尼
の
犯
罪
に
関
す
る
規
定
」（
前
掲
『
元
史
刑
法
志
の
研
究
訳
注
』
所
収
、
大
藪
正
哉
『
元
代
の
法
制
と
宗
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教
』
秀
英
出
版
、
一
九
八
三
年
再
録
）

野
上
俊
静
「
元
の
宣
政
院
に
つ
い
て
」（『
羽
田
博
士
頌
寿
記
念
東
洋
史
論
叢
』
東
洋
史
研
究
会
、
一
九
五
〇
年
所
収
）

野
上
俊
静
『
元
史
釈
老
伝
の
研
究
』（
朋
友
書
店
、
一
九
七
八
年
）

【
史
料
IV
】

『
元
典
章
』
巻
一
七
、
戸
部
、
分
析
「
父
母
在
許
令
支
析
」

① 

原 

文

至
元
八
年
七
月
、
御
史
臺
承
尙
書
省
劄
付
、
來
呈
、
監
察
御
史
體
究
得
、
隨
處
諸
色
人
家
、
往
往
父
母
在
堂
、
子
孫
分
另
、
別
籍
異
財
、
實

傷
風
化
。
乞
照
詳
。
送
戶
部
講
究
得
、
唐
律
、
祖
父
母
・
父
母
不
得
令
子
孫
分
另
別
籍
。
又
舊
例
、
女
眞
人
其
祖
父
母
・
父
母
在
日
支
析

及
令
子
孫
別
籍
者
聽
。
又
條
、
漢
人
不
得
令
子
孫
別
籍
、
其
支
析
財
產
者
聽
。
今
照
得
仕
（
士
）
民
之
家
、
往
往
祖
父
母
・
父
母
有
支
析

文
字
。
或
未
曾
支
析
者
、
其
父
母
疾
篤
及
亡
歿
之
後
、
不
以
求
醫
侍
疾
、
喪
葬
爲
事
、
止
以
相
爭
財
產
爲
務
。
原
其
所
由
、
自
開
創
以
來
、

其
漢
人
等
別
無
定
制
、
以
致
相
爭
、
詞
訟
紛
擾
如
此
。
若
依
舊
例
卒
難
改
革
。
以
此
參
詳
、
隨
代
沿
革
不
同
、
擬
合
酌
古
准
今
。
自
後
如

祖
父
母
・
父
母
許
令
支
析
別
籍
者
聽
、
違
者
治
罪
。
省
府
准
擬
、
仰
照
驗
、
施
行
。

② 

訓 

読
　
省
略

③ 

語 

釈

〈
體
究
〉
身
を
も
っ
て
考
究
す
る
、
詳
し
く
調
べ
る
。　〈
分
另
〉
家
産
を
分
割
す
る
こ
と
、
門
戸
を
別
に
す
る
こ
と
。　〈
風
化
〉『
通
制
條

格
』
で
は
、
風
俗
と
す
る
。　〈
講
究
〉
議
論
す
る
、
考
究
す
る
。　〈
舊
例
〉
金
代
の
最
後
の
法
で
あ
る
泰
和
律
を
示
す
。
至
元
八
年
（
一

三
四
八
）
一
一
月
に
使
用
が
禁
止
さ
れ
る
ま
で
、
旧
例
と
し
て
裁
判
の
基
準
に
な
っ
て
い
た
。　〈
支
析
〉
分
家
す
る
。　〈
參
詳
〉
比
較
し

て
よ
く
検
討
す
る
こ
と
か
。　〈
酌
古
准
今
〉
古
代
の
こ
と
を
今
日
の
状
況
に
の
っ
と
り
選
ぶ
。　〈
支
析
別
籍
〉『
通
制
條
格
』
で
は
「
分
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析
」
の
文
字
し
か
見
え
な
い
。　〈
省
府
〉
尚
書
省
、『
通
制
條
格
』
で
は
、
都
省
と
な
っ
て
い
る
。　〈
准
擬
〉
下
級
が
提
議
し
た
こ
と
を
批

准
す
る
。　〈
照
驗
〉
よ
く
調
べ
る
。

④ 
和 
訳

　
至
元
八
年
（
一
三
四
八
）
七
月
、
御
史
台
が
承
っ
た
尚
書
省
か
ら
の
劄
付
に
、「〔
御
史
台
の
〕
呈
に
よ
る
と
、『
監
察
御
史
が
よ
く
調
べ

た
と
こ
ろ
、
各
地
の
家
々
で
は
、
往
往
に
し
て
父
母
の
生
前
に
、
子
孫
が
家
産
・
戸
籍
を
分
け
、
ま
こ
と
に
風
紀
を
乱
し
て
い
る
。〔
こ
れ

に
つ
い
て
〕
検
討
さ
れ
た
い
』〔
と
あ
る
〕。
そ
こ
で
〔
尚
書
省
は
〕
戸
部
に
〔
こ
の
文
書
を
〕
送
り
、
調
べ
さ
せ
た
と
こ
ろ
、『
唐
律
で
は
、

祖
父
母
・
父
母
は
子
孫
に
家
産
分
割
し
、
別
籍
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
あ
る
。
ま
た
旧
例
で
は
、
女
真
人
は
そ
の
祖
父
母
・
父
母
の
生
前

に
分
家
し
、
子
孫
を
別
籍
さ
せ
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
。〔
し
か
し
〕
ま
た
一
条
あ
っ
て
、
漢
人
に
は
、
子
孫
と
別
籍
に
す
る
こ
と
を
認
め

な
か
っ
た
が
、
財
産
を
分
割
す
る
こ
と
は
許
し
た
。
今
、
士
民
の
家
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
し
ば
し
ば
祖
父
母
・
父
母
は
家
産
分
割
の
契
約

書
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
ま
だ
分
割
し
て
い
な
い
者
が
そ
の
父
母
の
病
が
重
篤
に
な
り
、
死
亡
し
て
も
、
医
者
の
診
察
を
求
め
ず
、
葬
式

の
用
意
を
し
よ
う
と
せ
ず
、
た
だ
財
産
を
争
う
こ
と
に
つ
と
め
る
。
も
と
も
と
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
建
国
以
来
、
漢
人
ら
に
つ
い

て
、
特
に
定
制
が
な
い
た
め
に
相
争
い
、
こ
の
よ
う
に
訴
訟
が
紛
糾
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
旧
例
に
依
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
つ
い
に

は
改
め
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
た
め
よ
く
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
歴
代
の
沿
革
は
同
じ
で
は
な
く
、
昔
の
こ
と
を
参
考
に
し
な
が
ら
現
状

を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
今
後
は
、
も
し
祖
父
母
、
父
母
が
家
産
分
籍
し
、
別
籍
す
る
こ
と
を
許
す
の
で
あ
れ
ば
、
認
め
る
。
違
犯
す
れ

ば
罪
に
あ
て
る
』
と
。
尚
書
省
は
こ
の
決
定
を
承
り
、
検
討
し
た
事
を
下
す
の
で
施
行
さ
れ
た
い
」
と
あ
る
。

【
解
説
】

　
こ
れ
は
監
察
御
史
が
漢
人
の
分
籍
・
家
産
分
割
の
状
況
を
調
査
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
尚
書
省
が
戸
部
に
検
討
さ
せ
、
決
定
し
た
法

で
あ
る
。
世
祖
は
中
統
三
年
（
一
二
六
二
）
に
、
史
天
沢
・
姚
枢
に
法
の
制
定
を
命
じ
、
至
元
元
年
（
一
二
六
四
）
以
降
、
段
階
的
に
各
条
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格
が
定
め
ら
れ
、
至
元
八
年
（
一
二
七
二
）
に
完
成
し
、
一
一
月
に
は
旧
例
と
言
わ
れ
た
泰
和
律
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
た
。
こ
の
条
文
に
よ

り
分
籍
・
分
財
に
関
わ
る
条
例
の
制
定
過
程
（
現
状
調
査
と
検
討
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
唐
律
以
来
の
漢
人
に
対
す
る
祖
父
母
・
父
母
の
生
前
中
の
分
籍
禁
止
が
金
代
に
ゆ
る
み
、
慣
例
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
理
念

第
一
と
せ
ず
、
現
状
に
あ
わ
せ
た
法
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　『
通
制
條
格
』
巻
三
、
戸
令
「
親
在
分
居
」
は
、
本
条
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、『
通
制
條
格
』
で
は
、
唐
律
と
の
比
較
検
討
は
省
か
れ

て
い
る
。
な
お
『
通
制
條
格
』
で
は
、「
至
元
八
年
六
月
、
尙
書
省
御
史
臺
呈
…
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
尚
書
省
が
決
定
し
た
時
が
六
月

で
、『
元
典
章
』
に
見
る
七
月
は
、
御
史
台
に
戻
さ
れ
た
時
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
本
例
は
、
条
文
の
な
か
に
、
唐
律
と
金
代
の
泰
和
律
と
も
に
言
及
し
て
い
る
数
少
な
い
例
で
あ
る
。
唐
律
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
諸

祖
父
母
・
父
母
在
、
而
子
孫
別
籍
異
財
者
徒
三
年
。
若
祖
父
母
令
別
籍
及
子
孫
妄
繼
人
後
者
、
徒
三
年
、
子
孫
不
坐
。
諸
居
父
母
喪
、
生

子
及
兄
弟
別
籍
異
財
者
、
徒
一
年
」。
金
朝
で
は
、
女
真
の
従
来
の
法
の
ほ
か
、
隋
・
唐
・
遼
・
宋
の
法
を
参
照
し
て
法
が
つ
く
ら
れ
た
。

最
後
に
制
定
さ
れ
た
の
が
泰
和
律
で
あ
る
。
女
真
人
と
漢
人
に
対
す
る
法
が
異
な
る
と
き
、
付
記
さ
れ
た
。
漢
人
・
高
麗
人
・
渤
海
人
を

対
象
と
し
た
も
の
は
、
基
本
的
に
は
唐
律
に
従
っ
た
。
な
お
明
代
で
は
、
洪
武
元
年
発
布
の
『
大
明
令
』
戸
令
に
、「
凡
祖
父
母
・
父
母
在

者
、
子
孫
不
許
分
財
・
異
居
。
其
父
祖
許
令
分
析
者
、
聽
」
と
あ
り
、
元
朝
の
法
を
引
き
継
い
で
い
る
が
、『
大
明
律
』
戸
律
で
は
、「
凡

祖
父
母
、
父
母
在
、
而
子
孫
別
立
戶
籍
分
異
財
產
者
、
杖
一
百
。
須
祖
父
母
・
父
母
親
吿
乃
坐
。
若
居
父
母
喪
、
而
兄
弟
別
立
戶
籍
、
分

異
財
產
者
、
杖
八
十
。
須
期
親
以
上
尊
長
親
吿
乃
坐
」
と
あ
り
、
唐
律
と
同
じ
（
た
だ
し
刑
は
異
な
る
）
に
戻
っ
て
い
る
。

　
至
元
七
年
（
一
三
四
七
）
に
設
け
ら
れ
た
尚
書
省
は
、
八
年
（
一
三
四
八
）
一
二
月
ま
で
中
書
省
と
並
立
し
て
い
た
が
、
六
部
及
び
行
中

書
省
は
尚
書
省
に
従
属
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
省
は
行
尚
書
省
と
な
り
、
戸
部
は
尚
書
省
の
管
轄
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
翌
年
、
尚
書
省

と
中
書
省
は
合
併
し
、
尚
書
省
の
名
は
消
え
る
が
、
合
併
後
の
中
書
省
は
尚
書
省
系
の
官
僚
が
実
権
を
握
っ
た
。
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【
書
式
】

　「
　
」
内
は
、
尚
書
省
の
文
書
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
監
察
御
史
の
報
告
と
戸
部
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
く
だ
け
て
は
い
る
が
漢
文

語
法
の
文
で
あ
る
。

【
参
考
文
献
】

陳
高
華
『
中
国
婦
女
通
史
　
元
代
巻
』（
杭
州
、
杭
州
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）

【
史
料
V
】

『
至
正
條
格
』
断
例
、
巻
八
、
戸
婚
「
戶
婚
禁
收
庶
母
并
嫂
」

① 

原 

文

至
順
元
年
九
月
二
十
三
日
、
中
書
省
奏
、
御
史
臺
備
着
監
察
每
文
書
、
俺
根
底
與
將
文
書
來
。
漢
人
歿
了
哥
哥
、
他
的
阿
嫂
守
寡
其
閒
、
兄

弟
每
收
繼
了
多
有
。
似
這
般
呵
、
體
例
裏
不
廝
似
一
般
有
。
如
蒙
定
擬
通
例
禁
治
的
、
與
將
文
書
來
的
上
頭
、
敎
禮
部
定
擬
呵
、
今
後
漢

人
・
南
人
收
繼
庶
母
并
阿
嫂
的
、
合
禁
治
、
麽
衜
、
定
擬
行
有
。
依
他
每
定
擬
的
、
敎
行
呵
、
怎
生
、
奏
呵
、
奉
垩
旨
、
那
般
者
。
欽
此
。

刑
部
議
得
、
今
後
似
此
有
犯
男
子
・
婦
人
、
各
杖
捌
拾
柒
下
、
主
婚
者
笞
伍
拾
柒
下
、
媒
合
人
肆
拾
柒
下
、
聘
財
一
半
沒
官
、
一
半
付
吿

人
充
賞
。
雖
會
赦
猶
離
之
、
都
省
准
擬
。

② 

訓 

読
　
省
略

③ 

語 

釈

〈
備
〉
上
級
官
署
か
ら
下
級
官
署
に
文
書
を
下
す
こ
と
。　〈
收
繼
〉
父
や
兄
弟
の
妻
を
そ
の
死
後
に
迎
え
る
こ
と
。　〈
廝
〉「
互
い
に
、
相
」

の
意
の
モ
ン
ゴ
ル
語
動
詞
語
尾
を
示
す
と
き
に
し
ば
し
ば
使
わ
れ
る
。　〈
定
擬
〉
調
べ
決
定
す
る
。
法
的
に
使
用
さ
れ
る
と
き
に
は
、
実
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質
は
最
終
案
で
あ
る
が
、
認
可
は
皇
帝
や
上
部
官
庁
で
な
さ
れ
る
。　〈
通
例
〉
慣
例
。　〈
庶
母
〉
実
母
以
外
の
父
の
妻
や
妾
。　〈
主
婚
者
〉

結
婚
を
決
定
す
る
者
。
通
常
は
、
父
母
か
祖
父
母
。　〈
媒
合
人
〉
媒
酌
人
、
元
代
で
は
至
元
八
年
（
一
三
四
八
）、
社
制
の
規
定
に
、
社
長

は
社
ご
と
に
媒
酌
人
を
決
め
る
こ
と
と
あ
る
。　〈
吿
人
〉
告
発
者
。

④ 

和 
訳

　
至
順
元
年
（
一
三
三
〇
）
九
月
二
三
日
、
中
書
省
が
〔
次
の
よ
う
に
〕
上
奏
し
た
。「
御
史
台
が
監
察
〔
御
史
〕
ら
に
送
っ
た
文
書
を
私

ど
も
に
よ
こ
し
て
き
た
。『
漢
人
は
兄
が
な
く
な
り
、
彼
の
兄
嫁
が
節
を
守
っ
て
い
る
の
に
、
兄
弟
ら
が
兄
嫁
を
引
き
継
い
で
娶
る
こ
と
が

多
い
。
こ
れ
は
法
に
外
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
慣
例
で
は
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
』
と
い
う
文
書
を
よ
こ
し
て
来
た
の
で
、〔
中
書

省
は
〕
礼
部
に
検
討
さ
せ
る
と
、『
今
後
、
漢
人
・
南
人
が
父
の
妻
や
兄
嫁
を
娶
る
こ
と
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
』
と
、
決
定
し
、
下
し
て

い
る
。
彼
ら
の
決
定
に
従
っ
て
、〔
文
書
を
〕
下
せ
ば
、
ど
う
か
と
、
上
奏
し
た
と
こ
ろ
、
聖
旨
に
、『
そ
の
よ
う
に
せ
よ
』
と
あ
っ
た
。
此

を
欽
し
ん
で
受
け
た
。
刑
部
は
次
の
よ
う
に
〔
刑
罰
を
〕
決
め
た
。『
今
後
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
犯
す
男
子
・
婦
人
が
い
れ
ば
、
各
杖
八
十

七
、
主
婚
者
は
笞
五
十
七
、
媒
合
人
は
笞
四
十
七
と
す
る
。
聘
財
の
半
分
は
官
が
没
収
し
、
も
う
半
分
は
告
発
人
に
賞
と
し
て
あ
て
よ
。
恩

赦
に
あ
っ
て
も
、
二
人
は
離
す
こ
と
』」
と
。
中
書
省
は
決
定
し
た
事
を
受
け
い
れ
た
。

【
解
説
】

　
父
や
兄
の
死
後
、
実
母
以
外
の
父
の
妻
や
兄
嫁
を
妻
に
す
る
風
習
が
モ
ン
ゴ
ル
民
族
に
は
あ
っ
た
。
一
方
、
結
婚
な
ど
の
規
定
は
「
本

俗
に
從
う
べ
し
」
と
さ
れ
て
お
り
、
漢
族
に
は
息
子
や
弟
な
ど
が
庶
母
や
兄
嫁
を
迎
え
い
れ
る
収
継
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。『
元
史
』
巻
一

〇
三
、
刑
法
志
に
は
、「
諸
漢
人
・
南
人
、
父
沒
子
收
其
庶
母
、
兄
沒
弟
收
其
嫂
者
、
禁
之
」「
諸
姑
表
兄
弟
嫂
叔
不
相
收
、
收
者
以
姦
論
」

と
あ
る
（『
元
典
章
』
巻
一
八
、
戸
部
、
不
収
継
「
漢
兒
人
不
得
接
續
」
も
参
照
）。
し
か
し
実
際
に
は
漢
族
も
厳
格
に
守
っ
て
い
な
か
っ
た
。
モ

ン
ゴ
ル
の
風
習
に
染
ま
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
も
と
も
と
漢
族
の
間
で
も
こ
の
よ
う
な
慣
習
が
あ
っ
た
の
か
、
判
断
は
し
が
た
い
。
し
か
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し
『
通
制
條
格
』「
夫
亡
守
志
」
至
元
一
三
年
（
一
二
七
六
）
三
月
の
条
に
、「
夫
亡
、
願
不
改
嫁
、
亦
不
與
小
叔
續
親
」
と
あ
り
、
収
継
は

慣
例
と
し
て
あ
っ
た
よ
う
で
も
あ
る
。『
元
典
章
』
で
も
収
継
を
前
提
と
し
た
案
件
が
散
見
す
る
（
巻
一
八
、
戸
部
、
収
継
）。
本
条
は
庶
母

や
兄
嫁
を
娶
る
収
継
の
禁
止
を
再
確
認
し
、
そ
の
罰
則
を
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
恩
赦
に
あ
え
ば
、
大
罪
以
外
の
刑
罰
は
免
れ
る
が
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
婚
姻
が
許
可
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

【
書
式
】

　
中
書
省
か
ら
の
モ
ン
ゴ
ル
語
直
訳
体
（
漢
語
語
法
も
混
在
）
の
上
奏
文
で
あ
る
。
御
史
台
か
ら
の
問
い
あ
わ
せ
に
対
し
、
礼
部
に
確
認
し
、

そ
れ
に
も
と
づ
き
刑
部
が
制
定
し
た
刑
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
本
条
の
よ
う
に
発
端
に
な
っ
た
具
体
的
な
問
題
の
事
案
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
の
は
『
至
正
條
格
』
の
特
徴
で
あ
る
。

【
参
考
文
献
】

有
高
巌
「
元
代
に
於
け
る
婚
姻
に
関
す
る
法
律
」（『
史
潮
』
一
〇
巻
一
号
、
一
九
四
〇
年
）

二
　
判

例

【
史
料
VI
】

『
元
典
章
』
巻
四
二
、
刑
部
、
殺
親
属
「
打
死
男
婦
　
婦
（
又
）」

① 

原 

文

至
元
十
三
年
六
月
初
八
日
、
中
書
兵
刑
部
、
來
申
、
軍
戶
賀
林
吿
、
親
家
母
張
二
嫂
、
將
女
丑
兒
非
理
打
罵
身
死
。
責
得
張
阿
趙
狀
招
、
不
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合
先
爲
親
家
賀
林
遺
火
、
將
本
家
元
與
男
婦
物
件
燒
訖
、
不
肯
陪
還
、
以
此
挾
恨
。
於
至
元
十
三
年
正
月
十
四
日
、
爲
男
婦
賀
丑
兒
偸
訖

燒
餠
、
將
本
婦
膊
頂
按
在
坑
上
、
揭
去
衣
服
、
於
臀
片
上
用
杖
子
打
了
數
十
餘
下
、
倒
在
火
內
、
將
肩
甲
肐
膊
燒
破
、
虛
稱
火
燎
瘡
疾
。
又

於
十
七
日
、
賀
丑
兒
偸
食
冷
餠
、
依
然
揭
去
衣
服
、
用
杖
子
於
帶
腫
赤
右
臀
片
上
打
了
五
六
下
、
以
致
臀
片
上
下
腫
赤
、
瘡
發
串
徹
於
腰
、

致
命
身
死
罪
犯
。
結
案
、
申
乞
照
詳
。
得
此
。
省
部
議
得
、
張
阿
趙
所
犯
、
量
情
擬
決
四
十
七
下
、
單
衣
受
刑
、
燒
埋
銀
既
是
同
居
、
不

須
徵
理
。

② 

訓 

読
　
省
略

③ 

語 

釈 

〈
中
書
兵
刑
部
〉
至
元
一
三
年
（
一
二
七
六
）
ま
で
は
六
部
は
二
部
・
三
部
・
四
部
に
統
廃
合
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
た
。
一
三
年
は
じ

め
、
兵
・
刑
部
は
統
合
し
て
い
た
。
時
に
中
書
と
冠
す
る
。　〈
申
〉
下
級
官
署
か
ら
上
級
官
署
へ
の
文
書
。　〈
親
家
〉
姻
戚
関
係
に
よ
る

親
族
を
さ
す
。　〈
責
得
〉
要
求
。　〈
狀
招
〉
供
述
。　〈
不
合
〉
不
届
き
、
気
に
く
わ
な
い
。　〈
遺
火
〉
失
火
。　〈
膊
〉
肘
か
ら
手
首
ま
で
。

　〈

膊
〉
胸
骨
と
肩
骨
。　〈
火
燎
〉
火
事
・
た
い
ま
つ
。　〈
瘡
疾
〉
き
ず
。　〈
瘡
發
〉
き
ず
。　〈
結
案
〉
結
審
。　〈
得
此
〉
来
申
の
文
章

の
終
り
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
が
、
本
稿
で
は
「
こ
れ
を
受
け
と
っ
た
」
と
訳
す
。　〈
單
衣
〉
笞
打
ち
、
杖
打
ち
の
刑
を
女
性
に
す
る
場
合
、

着
衣
一
枚
が
許
さ
れ
た
。　〈
徵
理
〉
問
い
た
だ
す
。

④ 

和 

訳

　
至
元
一
三
年
（
一
二
七
六
）
六
月
八
日
、
中
書
兵
刑
部
が
受
け
と
っ
た
申
に
、「
軍
戸
賀
林
の
告
発
に
よ
る
と
、『
娘
の
丑
児
は
、
姑
の
張

二
嫂
が
非
道
に
打
ち
罵
っ
た
の
で
、
死
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
』
と
あ
る
。
張
阿
趙
か
ら
の
供
述
書
に
よ
る
と
、『
け
し
か
ら
ん
こ
と
に
先
に

嫁
の
里
の
賀
林
は
失
火
し
、
我
が
家
か
ら
嫁
に
贈
っ
た
物
を
焼
い
て
し
ま
っ
た
が
、
賠
償
し
よ
う
と
し
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
た
め
に
恨
ん

で
い
ま
し
た
。
至
元
一
三
年
（
一
二
七
六
）
正
月
一
四
日
に
、
嫁
の
賀
丑
児
は
焼
餅
を
盗
ん
だ
の
で
、
彼
女
の
腕
・
頭
を
炕
の
上
に
お
さ
え

つ
け
、
衣
服
を
ま
く
り
あ
げ
、
臀
部
を
杖
で
数
十
回
打
ち
す
え
た
と
こ
ろ
、
火
の
な
か
に
倒
れ
、
肩
や
胸
に
や
け
ど
を
負
い
ま
し
た
が
、
火



77

二　元代法制史料

事
に
よ
る
傷
と
偽
り
ま
し
た
。
ま
た
一
七
日
、
賀
丑
児
は
冷
餅
を
盗
み
食
い
し
た
の
で
、
前
と
同
じ
よ
う
に
衣
服
を
ま
く
り
あ
げ
、
帯
状

に
赤
く
腫
れ
あ
が
っ
て
い
る
右
臀
部
を
杖
で
五
、
六
回
打
っ
た
た
め
、
臀
部
の
上
下
の
腫
れ
物
は
赤
く
な
り
、
そ
の
傷
は
腰
に
ま
で
及
び
、

命
を
落
と
す
に
至
っ
た
罪
を
犯
し
ま
し
た
』
と
の
こ
と
で
、
結
審
し
ま
し
た
。
申
し
送
り
ま
す
の
で
、
お
調
べ
願
い
ま
す
」
と
。
こ
れ
を

受
け
取
っ
た
。
中
書
兵
刑
部
で
は
、「
張
阿
趙
の
犯
罪
は
、
事
情
を
鑑
み
、
笞
四
十
七
と
し
、
衣
を
一
枚
に
し
て
刑
を
う
け
さ
せ
よ
。
焼
埋

銀
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
同
居
し
て
い
る
の
で
、
問
う
必
要
は
な
い
」
と
〔
結
審
し
た
〕。

【
解
説
】

　
上
申
し
て
き
た
官
府
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
殺
害
さ
れ
た
嫁
の
実
父
の
告
発
と
加
害
者
の
姑
の
供
述
書
が
と
も
に
記
さ
れ
、
兵
刑
部

が
判
決
し
た
も
の
で
あ
る
。
裁
判
の
過
程
が
見
ら
れ
る
。『
元
典
章
』
の
本
例
の
前
に
、
至
元
五
年
（
一
二
六
八
）
の
案
件
が
あ
り
、

舊
例
、
卽
毆
子
孫
之
婦
令
廢
疾
者
、
杖
一
百
、
死
者
、
徒
二
年
。
其
阿
李
因
毆
打
男
婦
邢
茶
哥
致
死
、
所
犯
罪
徒
二
年
、
決
徒
年
笞

五
十
、
單
衣
受
刑
。
部
擬
、
量
決
三
十
七
下
、
單
衣
受
刑
。
行
下
本
州
斷
訖
。

と
あ
る
。
泰
和
律
で
は
嫁
を
誤
っ
て
致
死
し
た
場
合
、
徒
二
年
で
あ
る
が
、
最
終
的
に
は
、
刑
部
の
判
断
で
、
笞
三
十
七
と
し
て
い
る
。
本

件
で
は
、「
量
情
」
と
あ
り
、「
決
四
十
七
」
は
軽
減
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。
両
者
の
相
違
は
、
旧
例
時
代
と
元
代
の
基
準
が
異
な
る
た
め

か
、
あ
る
い
は
「
情
」
の
と
ら
え
方
か
ら
く
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ち
な
み
に
『
元
史
』
巻
一
〇
五
、
刑
法
志
、
殺
傷
に
「
諸
男
婦

雖
有
過
、
舅
姑
輒
加
残
虐
致
死
者
、
杖
一
百
七
」
と
あ
る
。

　
元
代
で
は
、
殺
害
し
た
場
合
、
被
害
者
の
家
に
焼
埋
銀
（
銀
五
〇
両
）
が
支
払
わ
れ
、
恩
赦
に
あ
っ
て
も
、
焼
埋
銀
の
支
払
い
の
義
務
は

あ
っ
た
。
し
か
し
同
居
し
て
い
る
場
合
は
、
家
計
を
一
に
し
て
い
る
の
で
、
支
払
わ
れ
る
必
要
が
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
「
燒
埋
銀
既
是

同
居
、
不
須
徵
理
」
の
但
し
書
き
が
あ
る
の
は
、
婚
約
は
整
っ
て
い
る
（
定
婚
）
が
、
正
式
に
結
婚
の
儀
礼
を
行
っ
て
い
な
い
（
成
婚
）
と

見
な
さ
れ
、
同
居
か
否
か
が
検
討
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
元
代
で
は
、
重
い
傷
害
を
与
え
た
場
合
に
も
、
養
済
銀
が
支
払
わ
れ
た
。
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【
書
式
】

　
兵
刑
部
に
よ
る
吏
牘
文
で
書
か
れ
て
い
る
文
書
。
原
告
で
あ
る
被
害
者
の
父
の
告
発
文
と
加
害
者
の
供
述
書
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た
兵

刑
部
の
結
審
か
ら
な
っ
て
い
る
。

【
参
考
文
献
】

岩
村
忍
「
元
朝
の
法
律
に
お
け
る
人
命
賠
償

―
焼
埋
銀
と
私
和
錢
に
つ
い
て

―
」（『
東
洋
史
研
究
』
一
二
巻
四
号
、
一
九
五
三
年
）

内
田
智
雄
「
焼
埋
銀
と
埋
葬
銀

―
元
、
明
、
清
刑
罰
史
の
一
側
面

―
」（『
同
志
社
法
学
』
三
九
巻
三
・
四
号
、
一
九
八
七
年
）

【
史
料
VII
】

『
元
典
章
』
巻
四
九
、
刑
部
、
免
刺
「
偸
粟
米
賊
人
免
刺
」　

① 

原 

文

大
德
八
年
正
月
◇
日
、
承
奉
中
書
省
劄
付
、
河
（
江
）
北
衜
廉
訪
司
申
、
賊
人
宋
仲
友
、
於
大
德
三
年
五
月
內
、
偸
盜
訖
事
主
謝
秀
粟
穀

五
斗
、
估
贜
計
中
統
鈔
二
兩
。
江
陵
路
刺
斷
訖
五
十
七
下
、
不
見
通
例
、
具
呈
照
詳
。
送
刑
部
、
照
得
、
大
德
七
年
七
月
內
、
承
奉
中
書

省
劄
付
、
也
可
札
魯
忽
赤
蒙
古
文
字
譯
該
、
河
東
山
西
衜
宣
慰
司
呈
、
賊
人
張
成
・
李
添
兒
等
偸
盜
事
主
王
聚
等
窖
來
的
麥
穀
。
如
故
意

偸
錢
物
來
的
賊
一
般
刺
字
呵
、
重
了
的
一
般
、
怎
生
。
明
白
定
奪
、
俺
行
回
文
書
與
將
來
的
、
省
官
人
每
識
者
。
送
本
部
、
議
得
。
飢
饉

之
際
、
竊
糧
食
者
、
固
法
所
不
容
、
而
情
在
所
宥
。
比
年
田
禾
薄
收
、
物
斛
湧
貴
、
貧
民
闕
食
。
爲
救
一
時
之
急
、
因
而
竊
取
糧
食
、
原

其
所
由
、
情
非
得
己
。
若
與
偸
盜
錢
物
一
體
刺
斷
、
似
涉
太
重
。
擬
合
依
例
斷
罪
、
權
宜
免
刺
。
敢
有
再
犯
、
一
石
之
上
者
、
依
例
刺
字
、

相
應
。
都
省
議
得
、
竊
盜
糧
食
、
初
犯
依
准
本
部
所
擬
、
再
犯
者
臨
事
詳
情
議
斷
。
奉
此
。
今
承
見
奉
、
本
部
議
得
、
賊
人
朱
仲
友
所
招
、
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除
先
犯
隨
從
姜
晚
十
等
强
盜
閆
千
二
、
不
曾
得
財
、
欽
遇
詔
赦
釋
免
外
、
又
於
大
德
三
年
五
月
二
十
六
日
、
因
闕
口
糧
、
除
（
偸
）
盜
謝

秀
粟
穀
五
斗
、
未
曾
出
門
、
被
看
倉
人
魯
六
一
捉
獲
、
拒
捕
、
將
事
主
咬
傷
。
估
計
至
元
鈔
四
錢
、
贜
不
滿
貫
、
江
陵
路
却
將
本
賊
刺
斷
。

既
係
格
前
、
似
難
取
問
。
擬
合
除
洗
元
刺
字
樣
、
相
應
。
都
省
准
擬
、
仰
依
上
施
行
。

② 

訓 
読
　
省
略

③ 

語 

釈

〈
江
北
衜
廉
訪
司
〉
淮
西
江
北
道
粛
政
廉
訪
司
。　〈
事
主
〉
被
害
者
。　〈
估
贜
〉
贓
物
の
価
格
を
定
め
る
こ
と
。　〈
江
陵
路
〉
河
南
江
北
行

中
書
省
管
轄
下
。
現
荊
州
。　〈
也
可
札
魯
忽
赤
〉
札
魯
忽
赤
（
ジ
ャ
ル
ガ
チ
）
は
裁
判
官
の
意
で
あ
り
、
也
可
（
エ
ケ
）
は
大
の
意
で
、
裁

判
官
の
長
官
。
元
代
で
は
モ
ン
ゴ
ル
人
、
色
目
人
の
裁
判
を
司
る
大
宗
正
府
の
長
官
を
い
う
。　〈
譯
該
〉
モ
ン
ゴ
ル
語
文
を
訳
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
文
書
の
受
領
者
側
が
訳
し
た
（
谷
口
高
志
「
カ
ア
ン
の
こ
と
ば
が
翻
訳
さ
れ
る
ま
で
」
前
掲
『
元
典
章
が
語
る
こ
と
』
六
一
～
六
二
頁
）。

『
元
史
』
巻
一
〇
二
、
刑
法
志
に
「
諸
內
外
百
司
應
出
給
劄
付
、
有
額
設
譯
史
者
、
並
以
蒙
古
字
書
冩
」
と
あ
る
。　〈
定
奪
〉
決
定
す
る
。

　〈
比
年
〉
毎
年
。　〈
物
斛
〉
糧
食
。　〈
涉
〉
い
た
る
。　〈
相
應
〉
ふ
さ
わ
し
い
。
よ
ろ
し
い
。　〈
朱
仲
友
〉
文
頭
で
は
宋
と
あ
る
が
、
ど

ち
ら
が
正
し
い
か
は
判
断
で
き
な
い
。　〈
招
〉
口
書
き
、
供
述
書
。　〈
格
前
〉
赦
詔
が
で
る
以
前
。　〈
取
問
〉
尋
問
、
尋
ね
る
。

④ 

和 

訳

　
大
徳
八
年
（
一
三
〇
四
）
正
月
、
承
っ
た
中
書
省
の
劄
付
に
、「〔
御
史
台
が
受
け
取
っ
た
〕
江
北
道
廉
訪
司
の
申
に
、『
賊
人
の
宋
仲
友

は
、
大
徳
三
年
五
月
に
被
害
者
謝
秀
の
粟
穀
五
斗
を
盗
ん
だ
。
そ
の
値
は
中
統
鈔
二
両
に
あ
た
る
。〔
そ
こ
で
〕
江
陵
路
は
刺
刑
に
し
、
笞

五
十
七
に
し
た
。
今
ま
で
に
な
い
例
な
の
で
、
具
呈
し
ま
す
の
で
、
お
調
べ
く
だ
さ
い
』
と
あ
る
。〔
中
書
省
は
〕
刑
部
に
送
り
、〔
刑
部

が
〕
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
大
徳
七
年
七
月
に
承
っ
た
中
書
省
の
劄
付
に
、
エ
ケ
ジ
ャ
ル
ガ
チ
か
ら
の
モ
ン
ゴ
ル
語
文
書
の
訳
該
に
あ
っ
た

河
東
山
西
道
宣
慰
司
か
ら
の
呈
に
、『
賊
人
の
張
成
・
李
添
児
ら
は
被
害
者
王
聚
な
ど
が
穴
に
し
ま
っ
て
い
た
麦
穀
を
盗
ん
だ
。
も
し
銭
物

を
故
意
に
盗
ん
だ
賊
と
〔
同
じ
〕
よ
う
に
刺
刑
に
す
る
と
、
重
い
の
で
は
な
い
か
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。
明
確
に
〔
刑
を
〕
定
め
、
私
ど
も
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の
と
こ
ろ
に
文
書
を
よ
こ
し
、
そ
れ
を
省
官
人
ら
に
知
ら
せ
る
よ
う
に
』
と
、
本
〔
刑
〕
部
に
送
っ
て
き
た
の
で
、〔
次
の
よ
う
に
〕
討
議

し
た
。

　『
飢
饉
の
際
に
糧
食
を
盗
ん
だ
と
し
て
も
、
も
と
よ
り
法
の
許
す
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
情
と
し
て
は
許
し
た
い
。
毎
年
収
穫
は
少
な
く
、

糧
食
〔
の
値
〕
は
高
騰
し
、
貧
民
の
食
は
欠
乏
し
て
い
る
。
一
時
の
急
を
し
の
ご
う
と
糧
食
を
盗
ん
だ
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
そ
の
理
由

は
情
と
し
て
や
む
を
え
な
い
。
も
し
〔
平
常
の
〕
銭
物
を
盗
ん
だ
こ
と
と
同
じ
に
刺
刑
に
す
る
と
、
重
す
ぎ
な
い
か
。
規
定
に
よ
っ
て
罪

を
断
じ
る
べ
き
だ
が
、
か
り
に
刺
刑
は
免
ず
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。〔
も
し
〕
あ
え
て
再
び
犯
し
、
一
石
以
上
で
あ
れ
ば
、
規
定
に
よ
っ
て
刺

刑
に
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
』
と
。
中
書
省
は
、『
糧
食
を
盗
め
ば
、
初
犯
は
本
〔
刑
〕
部
が
決
め
た
よ
う
に
し
、
再
犯
の
場
合
に
は
、
法
な

ど
を
検
討
し
、
事
情
を
詳
し
く
調
べ
、
決
定
す
る
』
と
。
こ
れ
を
奉
る
。

　
今
、
こ
の
奉
を
承
り
、
本
（
刑
）
部
は
決
議
し
た
。『
賊
人
朱
（
あ
る
い
は
宋
）
仲
友
の
自
白
に
よ
る
と
、
先
に
〔
盗
み
を
〕
働
い
た
時
に

は
、
姜
晩
十
ら
に
従
い
閆
千
二
か
ら
強
盗
し
た
が
、
金
品
を
得
な
か
っ
た
。〔
そ
の
う
え
〕
か
た
じ
け
な
く
も
恩
赦
に
遭
っ
た
が
、
ま
た
大

徳
三
年
五
月
二
六
日
、
食
糧
が
欠
乏
し
た
た
め
に
、
謝
秀
の
粟
穀
五
斗
を
盗
ん
だ
が
、
ま
だ
門
か
ら
出
る
前
に
、
倉
庫
番
の
魯
六
一
に
捉

獲
さ
れ
、
捕
ら
え
ら
れ
ま
い
と
し
て
被
害
者
に
か
み
つ
き
傷
を
負
わ
せ
た
。
盗
ん
だ
も
の
は
至
元
鈔
四
銭
に
あ
た
り
、
そ
れ
は
一
貫
に
満

た
な
い
〔
と
い
う
免
罪
の
理
由
が
あ
る
〕
が
、
江
陵
路
が
本
賊
を
刺
刑
に
し
た
。〔
し
か
し
、
こ
れ
は
〕
恩
赦
の
前
で
あ
り
、
罪
を
問
う
対

象
で
は
な
い
。
先
に
い
れ
た
刺
の
字
を
除
洗
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
』
と
。
中
書
省
は
こ
の
決
定
を
受
け
入
れ
た
。
上
に
従
っ
て
施
行

さ
れ
た
い
」
と
。

【
解
説
】

　
宋
（
あ
る
い
は
朱
）
仲
友
が
糧
食
を
盗
ん
だ
罪
に
対
し
て
、
江
陵
路
は
笞
刑
と
刺
刑
に
し
た
。
し
か
し
飢
饉
の
た
め
や
む
な
く
窃
盗
を
し

た
前
例
に
鑑
み
、
刑
部
は
罪
を
問
わ
ず
、
刺
青
を
抹
消
す
る
よ
う
に
結
審
し
た
。『
元
史
』
巻
一
〇
四
、
刑
法
志
に
「
諸
盜
米
糧
、
非
因
飢
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饉
者
、
仍
刺
斷
」
と
あ
る
。

　
窃
盗
犯
は
、
初
犯
は
左
臂
、
再
犯
は
右
臂
、
三
犯
は
項
に
刺
刑
を
し
た
。
笞
杖
刑
に
つ
い
て
は
、
計
画
の
み
の
場
合
は
笞
四
十
七
、
未

遂
は
笞
五
十
七
で
あ
り
、
ま
た
盗
み
の
多
寡
に
よ
り
罪
刑
が
決
ま
っ
た
。
刺
刑
後
、
犯
人
逮
捕
の
役
で
あ
る
警
迹
人
に
さ
せ
ら
れ
た
。
な

お
未
遂
は
刺
刑
を
し
な
い
。
窃
盗
の
場
合
、
危
害
を
与
え
れ
ば
、
刑
が
重
く
な
る
が
、
本
件
で
は
危
害
を
与
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
不
問

に
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
モ
ン
ゴ
ル
人
・
女
性
・
老
幼
、
及
び
親
族
間
の
窃
盗
を
し
た
場
合
な
ど
刺
刑
を
免

じ
た
。『
元
史
』
巻
一
〇
四
、
刑
法
志
、
盗
賊
に
、

諸
竊
盜
初
犯
、
刺
左
臂
、
謂
已
得
財
者
。
再
犯
刺
右
臂
、
三
犯
刺
項
、
…
並
警
跡
人
、
官
司
以
法
拘
檢
關
防
之
。
其
蒙
古
人
有
犯
、
及

婦
人
犯
者
、
不
在
刺
字
之
例
。

と
あ
る
。

　
恩
赦
前
に
犯
し
た
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
恩
赦
後
は
親
殺
し
な
ど
の
大
罪
以
外
の
罪
は
免
が
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で

い
う
恩
赦
に
つ
い
て
は
、

大
德
六
年
三
月
丁
酉
、
以
旱
、
溢
爲
災
、
詔
赦
天
下
。
大
都
平
灤
被
災
尤
甚
。（『
元
史
』
巻
二
〇
、
成
宗
紀
）

と
あ
る
。

【
書
式
】

　
江
北
道
廉
訪
司
へ
の
中
書
省
か
ら
の
返
書
で
あ
り
、
同
廉
訪
司
が
も
た
ら
し
た
事
案
と
、
そ
れ
に
対
す
る
刑
部
が
下
し
た
判
決
で
あ
る
。

そ
の
な
か
に
同
様
の
エ
ケ
ジ
ャ
ル
ガ
チ
か
ら
の
事
案
と
、
そ
れ
に
対
す
る
刑
部
の
結
審
が
含
ま
れ
て
い
る
。
文
体
は
、
ジ
ャ
ル
ガ
チ
の
部

分
が
直
訳
体
（［
田
中
二
〇
〇
二
］
参
照
）
で
あ
る
ほ
か
は
文
語
漢
語
で
あ
る
。
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【
参
考
文
献
】

田
村
實
造
「
元
朝
札
魯
忽
赤
考
」（『
桑
原
博
士
還
暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』、
一
九
三
〇
年
所
収
、
田
村
實
造
『
中
国
征
服
王
朝
の
研
究
』
中
、
東
洋
史

研
究
会
、
一
九
六
四
年
再
録
）

【
史
料

VIII
】

『
元
典
章
』
巻
一
八
、
戸
部
、
嫁
娶
「
胡
元
一
兄
妹
爲
婚
」

① 

原 

文

大
德
六
年
四
月
◇
日
、
江
西
行
省
據
龍
興
路
申
、
承
准
江
西
湖
東
衜
肅
政
廉
訪
司
牒
該
、
承
奉
行
御
史
臺
劄
付
該
、
據
監
察
御
史
呈
、
照

刷
江
西
行
省
文
卷
數
內
一
件
。
大
德
四
年
四
月
二
十
二
日
、
據
臨
江
路
備
、
新
喩
州
申
、
大
德
四
年
正
月
二
十
一
日
、
據
五
都
第
十
六
社

長
胡
信
甫
狀
申
、
大
德
三
年
十
二
月
初
六
（
十
）
日
、
有
社
戶
胡
元
三
前
來
對
信
甫
言
說
、
我
親
弟
胡
千
七
、
將
伊
小
女
名
元
七
娘
與
伊

長
男
胡
元
一
爲
妻
。
我
是
他
親
兄
、
更
不
聽
從
勸
諭
。
乞
與
申
官
。
得
此
。
勾
責
得
胡
元
三
名
大
舉
狀
結
。
今
被
申
人
胡
千
七
及
胡
千
八
、

與
大
舉
係
是
同
胞
親
兄
弟
。
亡
宋
庚
午
年
不
記
月
日
、
有
弟
胡
千
七
捧
抱
得
七
都
黎
曾
三
男
黎
庚
俚
歸
家
爲
男
、
改
名
胡
寄
俚
、
在
家
哺

養
。
卽
今
胡
元
一
。
在
後
有
弟
胡
千
七
生
下
親
男
胡
狗
俚
・
胡
女
俚
・
胡
卯
俚
・
胡
弟
俚
・
胡
正
俚
、
及
親
女
一
人
胡
細
妹
、
卽
今
胡
元

七
娘
。
於
至
元
三
十
年
五
月
、
有
弟
胡
千
七
又
生
女
辰
姑
。
於
大
德
三
年
十
二
月
初
六
日
、
有
弟
胡
千
七
對
大
舉
言
衜
、
我
擇
定
此
月
初

八
日
、
將
我
小
女
元
七
娘
與
胡
元
一
爲
妻
。
大
舉
對
本
人
衜
、
胡
元
一
喚
元
七
娘
爲
妹
、
恐
衜
理
過
不
得
、
弟
胡
千
七
不
從
勸
諭
。
至
初

八
日
、
有
弟
胡
千
七
請
大
舉
飮
酒
主
盟
、
將
伊
女
元
七
娘
與
伊
男
胡
元
一
成
親
。
大
舉
衜
、
我
不
敢
噄
你
酒
。
說
罷
、
大
舉
出
外
。
至
初

十
日
回
家
、
有
妻
阿
張
對
大
舉
言
說
、
弟
胡
千
七
初
八
日
已
將
伊
小
女
元
七
娘
與
伊
男
胡
元
一
成
親
了
當
。
大
舉
恐
已
後
事
發
、
必
致
負

累
。
當
〔
日
〕
大
舉
前
去
說
、
知
本
社
長
知
會
、
申
報
到
官
是
的
。
及
責
得
胡
千
七
的
名
大
安
・
胡
千
八
・
胡
元
一
小
名
寄
俚
・
胡
右
七

娘
卽
胡
元
七
娘
狀
結
、
相
同
。
州
司
看
詳
、
胡
元
一
雖
係
黎
層
三
所
生
之
子
、
已
是
過
養
與
胡
大
安
爲
嗣
。
卽
係
胡
右
七
娘
之
兄
。
若
便
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議
擬
斷
離
、
卑
州
在
先
不
曾
斷
過
如
此
體
例
。
申
乞
照
詳
。
得
此
。
府
司
看
詳
、
若
便
斷
離
、
緣
胡
寄
俚
終
是
別
姓
黎
層
三
之
子
、
難
比

同
姓
爲
婚
之
例
。
若
准
已
婚
爲
定
、
却
緣
胡
大
安
已
將
黎
庚
俚
於
籍
內
、
作
胡
寄
俚
名
字
爲
姓
、
與
胡
右
娘
爲
兄
妹
、
供
報
在
官
。
申
乞

照
詳
事
。
得
此
。
爲
是
、
已
婚
爲
定
、
似
難
別
議
。
劄
付
本
路
照
驗
去
後
、
據
檢
校
官
呈
、
檢
照
得
胡
寄
俚
既
與
胡
右
七
娘
作
兄
妹
、
共

（
供
）
報
在
官
。
若
令
已
婚
爲
定
、
有
失
人
倫
。
其
胡
大
安
已
有
親
生
兒
男
。
擬
合
令
胡
寄
俚
歸
宗
、
作
婿
、
似
爲
長
便
。
大
德
五
年
正
月

初
十
日
、
又
據
臨
江
路
申
、
准
廉
訪
分
司
牒
該
、
前
事
若
依
省
劄
、
已
婚
爲
定
、
其
胡
千
七
已
有
親
子
五
人
承
嗣
、
理
合
明
行
斷
、
令
胡

元
一
認
伊
身
的
姓
黎
。
若
不
改
正
、
別
無
兄
妹
成
婚
爲
夫
妻
之
禮
。
申
乞
改
正
。
得
此
。
本
省
看
詳
、
若
令
胡
元
一
認
姓
歸
宗
、
作
婿
、
緣

係
關
係
人
倫
爲
例
事
理
。
移
咨
都
省
照
詳
、
及
劄
付
臨
江
路
照
驗
、
回
准
中
書
省
咨
該
、
爲
前
事
送
禮
部
議
得
、
胡
元
一
係
胡
大
安
義
子
、

既
與
胡
七
娘
成
親
。
參
詳
合
准
行
省
檢
校
官
及
廉
訪
司
所
擬
、
令
胡
元
一
復
其
本
姓
與
胡
七
娘
依
舊
成
婚
、
歸
還
黎
氏
、
相
應
。
據
胡
大

安
不
應
罪
犯
、
已
經
欽
遇
詔
恩
、
別
無
定
奪
。
具
呈
照
詳
。
咨
請
依
上
施
行
。
准
此
。
今
來
卑
職
看
詳
、
胡
太
安
將
親
女
胡
元
七
娘
婚
配

義
子
胡
元
一
爲
妻
、
原
其
倫
理
甚
非
所
宜
。
然
而
都
省
已
行
准
擬
、
再
難
別
議
。
今
後
若
不
通
行
禁
止
、
切
恐
習
以
成
俗
、
有
傷
風
化
、
又

係
爲
例
事
理
。
呈
乞
照
詳
。
得
此
。
憲
臺
合
下
仰
照
驗
、
行
移
有
司
、
申
覆
合
干
上
司
禁
約
施
行
。

② 

訓 

読
　
省
略

③ 

語 

釈

〈
江
西
湖
東
衜
肅
政
廉
訪
司
〉
至
元
一
五
年
に
立
つ
。
龍
興
路
（
現
江
西
省
）
に
司
が
置
か
れ
た
。　〈
牒
〉
同
等
官
署
間
の
文
書
。　〈
臨
江

路
〉・〈
新
喩
州
〉
江
西
等
処
行
中
書
省
は
、
現
江
西
省
。　〈
都
〉・〈
社
〉
県
の
下
に
置
か
れ
た
行
政
区
分
。　〈
勾
責
〉
調
べ
る
。　〈
狀
結
〉

供
述
。　〈
亡
宋
庚
午
年
〉
元
至
元
七
年
（
一
二
七
〇
）、
宋
咸
淳
六
年
に
あ
た
る
。　〈
捧
抱
〉
唐
律
以
来
、
異
姓
養
子
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た

が
、
三
歳
未
満
で
あ
れ
ば
許
さ
れ
て
い
た
。「
抱
い
て
つ
れ
て
き
た
」
は
、
三
歳
以
下
の
幼
児
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　〈
卽
今
〉
今
。　〈
飮
酒
主
盟
〉
こ
こ
で
は
、
結
婚
の
宴
を
と
り
し
き
る
。　〈
成
親
〉
結
婚
。　〈
說
知
〉
知
ら
せ
る
。　〈
看
詳
〉
審
査
検
討

す
る
。　〈
過
養
〉
養
子
に
す
る
。　〈
嗣
〉
漢
族
は
す
べ
て
の
男
子
は
父
の
嗣
で
あ
る
。　〈
議
擬
〉
推
し
量
る
。　〈
終
〉
す
で
に
、
つ
ま
り
。
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　〈
供
報
〉
上
申
す
る
。　〈
檢
校
官
〉
中
書
省
・
行
省
に
置
か
れ
、
公
務
に
つ
い
て
検
討
す
る
。　〈
廉
訪
分
司
〉
こ
こ
で
は
江
西
湖
東
道
粛

政
廉
訪
司
。　〈
理
合
〉
当
然
す
べ
き
で
あ
る
。　〈
不
應
罪
〉『
明
律
』
刑
律
・
雑
犯
に
「
謂
律
令
無
條
、
理
不
可
爲
者
不
應
爲
（
律
令
に
条

文
が
な
い
が
、
許
し
が
た
い
こ
と
）」
と
あ
る
の
と
同
じ
か
。　〈
憲
臺
〉
御
史
台
。　〈
申
覆
〉
申
請
し
、
審
議
す
る
。

④ 

和 
訳

　
大
徳
六
年
（
一
三
〇
二
）
四
月
◇
日
、
江
西
省
が
〔
受
け
と
っ
た
〕
龍
興
路
の
申
に
〔
龍
興
路
が
〕
受
け
と
っ
た
江
西
湖
東
道
粛
政
廉
訪

司
の
牒
該
〔
が
あ
り
〕、〔
江
西
湖
東
道
廉
訪
司
〕
が
承
っ
た
〔
江
南
〕
行
御
史
台
の
劄
付
の
該
に
監
察
御
史
の
呈
〔
が
あ
り
〕、〔
監
察
御

史
が
〕
照
刷
し
た
江
西
行
省
の
一
件
〔
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
〕、
大
徳
四
年
（
一
三
〇
〇
）
四
月
二
二
日
、
臨
江
路
か
ら
の
文
書
に
、

新
喩
州
か
ら
の
〔
次
の
よ
う
な
〕
申
が
あ
っ
た
。

　
大
徳
四
年
正
月
二
一
日
、
五
都
第
十
六
社
の
社
長
の
胡
信
甫
の
上
申
に
よ
る
と
、「
大
徳
三
年
（
一
二
九
九
）
一
二
月
十
日
、
社
戸
の
胡

元
三
が
や
っ
て
来
て
、
信
甫
に
、『
私
の
実
弟
胡
千
七
は
、
彼
の
娘
の
元
七
娘
を
彼
の
長
男
の
胡
元
一
に
与
え
妻
と
し
た
。
私
は
彼
の
実
兄

で
あ
り
、
そ
こ
で
〔
そ
れ
は
よ
く
な
い
こ
と
だ
と
〕
諭
し
た
が
、
聞
き
入
れ
な
い
。
官
に
〔
是
否
の
〕
お
伺
い
を
た
て
る
よ
う
に
お
願
い

し
ま
す
』
と
言
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
た
。
胡
元
三
、
名
は
大
挙
の
供
述
を
調
べ
た
〔
と
こ
ろ
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
〕。

　
今
申
し
た
て
ら
れ
て
い
る
人
、
胡
千
七
及
び
胡
千
八
は
大
挙
と
同
胞
の
兄
弟
で
あ
る
。
月
日
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
亡
宋
庚
午
年
（
一

二
七
〇
）
に
、
弟
の
胡
千
七
は
七
都
の
黎
曽
三
の
息
子
黎
庚
俚
を
抱
き
、
家
に
つ
れ
息
子
と
し
、
胡
寄
俚
と
名
を
改
め
、
家
で
養
育
し
た
。

こ
れ
が
今
の
胡
元
一
で
あ
る
。
そ
の
後
、
弟
の
胡
千
七
に
は
実
子
の
胡
狗
俚
・
胡
女
俚
・
胡
卯
俚
・
胡
弟
俚
・
胡
正
俚
、
及
び
一
人
の
娘

胡
細
妹
す
な
わ
ち
今
の
胡
元
七
娘
が
生
ま
れ
た
。
至
元
三
〇
年
（
一
二
九
三
）
五
月
、
弟
胡
千
七
に
は
ま
た
娘
の
辰
姑
が
生
ま
れ
た
。
大
徳

三
年
一
二
月
六
日
、
弟
胡
千
七
は
大
挙
に
、『
私
は
今
月
の
八
日
に
日
を
定
め
、
娘
の
元
七
娘
を
胡
元
一
に
与
え
、
妻
と
す
る
』
と
言
っ
た
。

大
挙
は
本
人
に
、『
胡
元
一
は
元
七
娘
を
妹
と
呼
ん
で
い
た
。
道
理
に
は
ず
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
』
と
言
っ
た
が
、
弟
の
胡
千
七
は
忠

告
に
従
わ
な
か
っ
た
。
八
日
に
な
る
と
、
弟
の
胡
千
七
は
大
挙
に
〔
結
婚
の
儀
で
の
〕
飲
酒
を
主
り
、
彼
の
娘
の
元
七
娘
と
彼
の
息
子
の
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胡
元
一
と
を
結
婚
さ
せ
る
よ
う
頼
ん
だ
。
大
挙
は
、『
私
は
お
ま
え
の
酒
を
飲
む
ま
い
』
と
言
う
や
、
家
か
ら
出
た
。
一
〇
日
に
な
っ
て
家

に
も
ど
る
と
、
妻
の
阿
張
が
大
挙
に
、『
弟
の
胡
千
七
は
八
日
に
す
で
に
娘
元
七
娘
を
息
子
胡
元
一
と
結
婚
さ
せ
て
し
ま
っ
た
』
と
言
っ
た
。

大
挙
は
今
後
、
事
が
発
覚
す
れ
ば
、
必
ず
累
が
及
ぶ
だ
ろ
う
と
恐
れ
た
。〔
そ
こ
で
〕
そ
の
日
に
大
挙
は
来
て
、
本
社
長
に
知
ら
せ
、『
官

に
報
告
す
る
の
が
よ
い
』
と
い
っ
た
。
そ
こ
で
胡
千
七
す
な
わ
ち
名
大
安
・
胡
千
八
・
胡
元
一
小
名
寄
俚
・
胡
右
七
娘
す
な
わ
ち
胡
元
七

娘
の
供
述
を
取
っ
た
と
こ
ろ
同
じ
で
あ
っ
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　〔
新
喩
〕
州
官
が
〔
次
の
よ
う
に
〕
検
証
し
た
。「
胡
元
一
は
黎
層
三
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
る
が
、
す
で
に
胡
大
安
の
養
子
と
な
り
、
嗣

子
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
胡
右
七
娘
の
兄
に
な
る
。
そ
こ
で
〔
二
人
を
〕
別
れ
さ
せ
る
と
決
定
す
る
に
し
て
も
、
私
は
今
ま
で
こ

の
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
判
決
し
た
こ
と
は
な
い
。
申
し
上
げ
ま
す
の
で
よ
く
お
調
べ
く
だ
い
」
と
。〔
臨
江
路
は
〕
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
。

　
そ
こ
で
〔
臨
江
路
〕
府
官
は
〔
次
の
よ
う
に
〕
検
討
し
た
。「
も
し
そ
こ
で
別
れ
さ
せ
る
と
し
て
も
、
胡
寄
俚
は
も
と
も
と
別
姓
の
黎
層

三
の
子
で
あ
る
の
で
、
同
姓
婚
〔
の
罪
の
〕
例
に
な
り
に
く
い
。〔
一
方
〕
も
し
す
で
に
結
婚
し
た
と
す
る
と
、
そ
れ
で
は
胡
大
安
は
す
で

に
黎
庚
俚
を
籍
に
い
れ
、
胡
寄
俚
と
い
う
姓
名
に
し
、
胡
右
娘
と
は
兄
妹
と
し
て
官
に
上
申
し
て
い
る
〔
こ
と
と
矛
盾
す
る
〕。
申
し
上
げ

ま
す
の
で
詳
細
に
お
調
べ
く
だ
さ
い
」
と
。〔
江
西
行
省
は
〕
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
結
婚
が
決
定
し
て
い
る
の
は
、
別
に
議
論
の
余
地
が
な
い
。
本
路
に
検
証
し
た
こ
と
を
劄
付
し
た
後
、〔
江
西
行
省

の
〕
検
校
官
か
ら
、「
検
証
し
た
と
こ
ろ
、
胡
寄
俚
は
す
で
に
胡
右
七
娘
と
兄
妹
と
し
て
官
に
届
け
て
い
る
。
も
し
結
婚
さ
せ
た
と
す
る
と
、

〔
兄
妹
で
の
結
婚
に
な
る
の
で
〕
人
倫
を
失
う
こ
と
に
な
る
。〔
し
か
し
〕
そ
の
胡
大
安
に
は
実
子
の
男
児
が
い
る
。
考
え
る
に
、
胡
寄
俚

を
実
家
に
戻
し
、〔
あ
ら
た
め
て
〕
婿
と
す
る
の
が
最
善
で
は
な
い
か
」
と
、
言
っ
て
き
た
。

　
大
徳
五
年
（
一
三
〇
四
）
正
月
一
〇
日
に
、
ま
た
臨
江
路
の
申
に
よ
る
と
、
廉
訪
分
司
か
ら
の
牒
該
に
、「
先
の
事
は
、〔
江
西
行
〕
省
の

劄
付
が
い
う
よ
う
に
、
す
で
に
結
婚
し
て
い
る
こ
と
は
決
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
胡
千
七
に
は
実
子
五
人
の
後
継
者
が
い
る
の
で
、
き
ち

ん
と
別
れ
さ
せ
、
胡
元
一
を
旧
姓
の
黎
で
あ
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
改
め
正
さ
な
け
れ
ば
、
兄
妹
が
結
婚
し
て
夫
妻
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と
な
る
礼
は
決
し
て
な
い
。
改
め
る
こ
と
を
願
う
よ
う
申
し
ま
す
」
と
。
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
。

　
本
省
が
調
べ
る
に
、「
も
し
胡
元
一
を
実
家
に
戻
し
、
婿
と
な
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
る
に
し
て
も
、
人
倫
に
係
わ
る
例
で
あ
る
。
中
書
省

に
送
り
、
検
証
を
〔
請
い
〕、
及
び
臨
江
路
に
劄
付
し
検
証
〔
さ
せ
た
と
こ
ろ
〕、
中
書
省
が
送
り
返
し
て
き
た
咨
該
に
、「
先
の
事
を
礼
部

に
送
り
、
礼
部
が
〔
次
の
よ
う
に
〕
議
し
た
。『
胡
元
一
は
胡
大
安
の
義
子
で
あ
る
が
、
す
で
に
胡
七
娘
と
結
婚
し
た
。
検
討
し
た
結
果
、

行
省
の
検
校
官
お
よ
び
廉
訪
司
の
検
討
し
た
も
の
に
従
う
べ
き
と
し
、
胡
元
一
を
旧
姓
に
も
ど
し
、
も
と
の
よ
う
に
胡
七
娘
と
結
婚
さ
せ
、

黎
氏
に
帰
す
の
が
よ
か
ろ
う
。
胡
大
安
は
不
応
罪
を
犯
し
た
が
、
す
で
に
恩
赦
に
遇
っ
て
お
り
、
あ
ら
た
に
検
討
す
る
こ
と
も
な
い
。
具

呈
し
ま
す
の
で
検
証
く
だ
さ
い
』
と
。〔
行
中
書
省
に
〕
上
の
よ
う
に
施
行
す
る
よ
う
咨
を
送
り
ま
す
」。
こ
れ
を
受
け
た
。

　
今
、
私
〔
江
西
行
省
の
官
〕
が
考
え
ま
す
に
、「
胡
大
安
は
娘
の
胡
元
七
娘
を
義
子
胡
元
一
と
結
婚
さ
せ
、
妻
と
し
た
の
は
、
も
と
も
と

そ
の
倫
理
上
、
甚
だ
よ
ろ
し
く
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
中
書
省
が
す
で
に
決
定
を
下
し
た
の
で
、
再
び
あ
ら
た
に
論
議
で
き
ま
せ
ん
。
今

後
も
し
〔
養
子
と
実
子
と
の
結
婚
の
〕
禁
止
が
行
き
渡
ら
な
い
と
、
こ
れ
が
習
い
と
な
り
風
習
と
な
り
、
風
紀
を
そ
こ
な
う
こ
と
に
な
り
、

ま
た
前
例
と
な
る
こ
と
を
切
に
恐
れ
ま
す
。
お
送
り
し
ま
す
の
で
よ
く
検
討
す
る
こ
と
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
」
と
。
こ
れ
を
〔
御
史
台

は
〕
受
け
た
。
御
史
台
は
た
だ
ち
に
照
験
し
た
も
の
を
有
司
に
下
し
送
り
、
関
係
上
司
に
禁
約
を
申
覆
し
、
施
行
し
た
。

【
解
説
】

　
養
子
で
あ
る
兄
と
の
戸
籍
上
の
兄
妹
婚
の
是
非
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
発
端
は
大
徳
三
年
（
一
二
九
九
）、
胡
大
安
が
他
家
か
ら
の
養

子
と
実
子
と
を
結
婚
さ
せ
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
が
合
法
か
否
か
を
、
兄
の
胡
大
挙
が
社
長
を
通
し
て
官
へ
問
い
合
わ
せ
た
こ
と
で
あ

る
。
結
婚
を
既
成
事
実
と
し
、
そ
の
後
の
処
置
を
検
討
す
る
過
程
が
見
ら
れ
る
。
胡
元
一
は
養
子
と
は
い
え
、
実
子
と
し
て
届
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
結
婚
は
、
兄
妹
婚
あ
る
い
は
同
姓
婚
と
し
て
違
法
に
な
る
が
、
実
質
は
実
の
兄
妹
で
な
く
、
も
と
も
と
は
別
姓
の

も
の
で
あ
る
点
を
考
慮
し
、
兄
を
い
っ
た
ん
実
家
に
帰
し
、
姓
を
戻
し
、
結
婚
を
許
す
こ
と
に
す
る
。
本
件
に
限
ら
ず
、『
元
典
章
』
に
見
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ら
れ
る
判
決
は
既
成
事
実
を
認
め
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
も
本
事
案
は
恩
赦
前
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
兄
妹
を
結
婚
さ
せ
た
こ
と
に
対
す

る
罪
は
不
問
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
本
件
の
主
旨
は
、
こ
の
兄
妹
の
結
婚
を
許
可
す
る
か
否
か
と
い
う
よ
り
も
、
戸
籍
上
ま
た
実
際
に

兄
妹
と
し
て
育
っ
た
関
係
の
な
か
で
の
結
婚
の
禁
止
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
「
不
應
罪
」
が
法
例
と
し
て
明
記
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
江
西
地
域
の
風
俗
に
は
、
い
わ
ゆ
る
儒
学
的
な
家
族
理
念
と
は
異
な
る
家
族
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
「
こ
の
よ
う

な
判
決
を
下
し
た
こ
と
が
な
い
」
と
、
新
喩
州
の
官
は
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
養
子
と
実
子
の
結
婚
は
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
、
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
兄
の
大
挙
は
元
朝
の
法
で
は
不
法
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
た
の
で
あ
る
。

　
江
西
地
方
は
宋
代
よ
り
健
訟
の
地
と
し
て
名
高
い
。
原
告
が
「
後
に
知
ら
れ
た
ら
」
と
恐
れ
、
早
く
に
い
わ
ば
自
己
申
告
的
に
告
訴
し

た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

【
書
式
】

　
原
告
は
ま
ず
所
属
の
社
長
に
訴
え
、
州
、
路
、
行
省
、
そ
れ
を
監
察
す
る
廉
訪
司
文
書
が
送
ら
れ
た
こ
と
が
、「
江
西
行
省
據
龍
興
路

申
」
か
ら
「
據
五
都
第
十
六
社
長
胡
信
甫
狀
申
」
ま
で
に
見
え
る
。
社
長
の
上
申
以
降
は
、
各
管
轄
機
関
で
の
見
解
、
及
び
、
礼
部
に
よ

る
見
解
が
記
さ
れ
、
更
に
行
省
に
よ
る
最
終
案
を
御
史
台
が
受
け
い
れ
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
史
料
IX
】

『
元
典
章
』
巻
四
四
、
刑
部
、
品
官
相
殴
　「
知
府
毆
打
軍
官
」

① 

原 

文

皇
慶
三
年
四
月
◇
日
、
福
建
宣
慰
司
承
奉
江
浙
行
省
劄
付
、
准
樞
密
院
咨
、
移
准
中
書
省
照
會
、
來
呈
、
宣
德
府
知
府
怯
來
毆
打
虎
賁
司

千
戶
楊
也
速
答
兒
公
事
。
於
皇
慶
元
年
十
月
十
六
日
、
本
院
官
奏
過
事
內
一
件
、
憨
剌
哈
兒
等
虎
賁
司
官
人
每
文
字
裏
說
將
來
者
（
有
）。
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俺
依
着
樞
密
院
文
書
、
差
了
一
個
姓
揚
（
楊
）
的
千
戶
、
往
宣
德
府
交
問
事
去
來
。
那
千
戶
到
那
裏
、
一
處
約
會
問
事
、
麽
衜
、
說
了
呵
、

於
哈
你
八
都
兒
位
次
內
坐
來
有
。
怯
來
知
府
發
怒
、
使
令
祗
候
將
楊
千
戶
拖
起
跪
廳
、
令
人
揪
着
頭
髮
、
摑
打
數
下
、
口
內
血
出
。
又
白

紙
上
勒
要
了
招
狀
、
麽
衜
、
說
將
來
呵
、
俺
上
位
根
底
奏
了
。
省
裏
、
院
裏
差
人
前
去
那
裏
、
將
他
每
明
白
對
證
了
。
怯
來
知
府
并
首
領

官
・
令
史
等
與
了
招
狀
文
字
來
。
爲
他
無
體
例
的
上
頭
、
誡
諭
的
。
今
將
怯
來
知
府
打
五
十
七
下
、
別
個
的
根
底
挨
次
着
要
罪
過
呵
、
怎

生
、
麽
衜
、
皇
帝
根
底
奏
了
。
依
着
垩
旨
體
例
裏
、
省
裏
差
人
前
去
、
一
同
斷
去
、
麽
衜
、
省
裏
與
將
文
書
去
呵
、
如
今
省
官
每
都
送
刑

部
、
再
交
歸
對
擬
罪
。
麽
衜
、
奏
呵
、
奉
垩
旨
、
我
知
衜
怯
來
是
一
個
撥
（
潑
）
皮
歹
人
有
、
將
他
打
五
十
七
下
。
欽
此
。

② 

訓 

読
　
省
略

③ 

語 

釈

〈
照
會
〉
官
署
間
に
関
係
す
る
公
文
書
。　〈
宣
德
府
〉
上
都
路
管
轄
内
、
知
府
は
正
三
品
。　〈
虎
賁
司
〉
至
元
二
五
年
（
一
二
八
八
）
に
成
っ

た
漢
人
に
よ
る
軍
隊
で
、
屯
田
経
営
・
城
壁
構
築
に
係
わ
る
。
後
に
、
武
衛
と
改
称
。
管
轄
千
戸
は
正
五
品
。　〈
楊
也
速
答
兒
〉
名
は
モ

ン
ゴ
ル
名
で
あ
る
が
、
漢
人
の
姓
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
所
属
の
衛
所
が
漢
人
か
ら
な
る
こ
と
か
ら
漢
人
と
考
え
ら
れ
る
。　〈
公
事
〉
事
件
、

案
件
。　〈
位
次
〉
官
位
の
等
級
、
席
次
。　〈
祗
候
〉
省
・
路
・
州
・
県
な
ど
の
衙
役
。　〈
招
狀
〉
罪
を
み
と
め
る
。　〈
對
證
〉
つ
き
あ
わ

せ
て
証
明
す
る
こ
と
。　〈
首
領
官
〉
経
歴
・
知
事
・
照
磨
な
ど
上
級
官
僚
の
も
と
で
行
政
文
書
を
担
当
し
、
胥
吏
を
統
括
す
る
。　〈
令
史
〉

胥
吏
。　〈
歸
對
〉
証
人
・
証
拠
を
照
し
問
い
た
だ
す
こ
と
か
。　〈
潑
皮
〉
無
頼
、
ご
ろ
つ
き
。

④ 

和 

訳

　
皇
慶
三
年
（
一
三
一
四
）
四
月
◇
日
、
福
建
宣
慰
司
が
承
っ
た
江
浙
行
省
か
ら
の
劄
付
に
、「〔
中
書
省
が
〕
枢
密
院
か
ら
受
け
た
咨
〔
が

あ
り
〕、〔
そ
れ
に
対
し
て
の
〕
中
書
省
か
ら
の
文
書
に
、「〔
枢
密
院
か
ら
の
〕
呈
に
、
宣
徳
府
知
府
怯
来
が
虎
賁
司
千
戸
楊
也
速
答
児
を

殴
打
し
た
案
件
が
あ
っ
た
。
皇
慶
元
年
（
一
三
一
二
）
一
〇
月
一
六
日
、
本
〔
枢
密
〕
院
の
官
が
奏
し
た
一
件
で
あ
る
。〔
そ
れ
は
〕
憨
剌

哈
児
ら
の
虎
賁
司
の
官
人
ら
が
よ
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。〔
そ
れ
に
よ
る
と
〕
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　『
私
ど
も
は
枢
密
院
か
ら
の
文
書
に
従
っ
て
、
姓
楊
な
る
千
戸
一
人
を
派
遣
し
、
審
議
の
た
め
宣
徳
府
に
行
か
せ
た
。
そ
の
千
戸
は
そ
こ

に
到
り
、｢

と
も
に
約
会
し
、
審
議
し
よ
う｣

と
言
い
、
哈
你
八
都
児
の
席
に
坐
っ
た
。
怯
来
知
府
は
〔
そ
れ
に
〕
怒
り
、
祗
候
に
楊
千
戸

を
ひ
っ
ぱ
り
あ
げ
、
官
庁
〔
の
床
に
〕
跪
か
せ
、
人
に
頭
髪
を
つ
か
み
、
数
回
殴
打
さ
せ
、
口
の
中
は
出
血
し
た
。
ま
た
白
紙
に
〔
過
ち

を
認
め
た
〕
供
述
書
を
む
り
や
り
書
か
せ
た
』
と
、
言
っ
て
き
た
た
め
、
私
ど
も
〔
枢
密
院
〕
は
お
上
に
上
奏
し
た
。〔
中
書
〕
省
・〔
枢

密
〕
院
か
ら
人
を
当
地
に
派
遣
し
、
彼
ら
両
者
を
立
ち
会
わ
せ
、
明
白
に
検
討
し
た
。
怯
来
知
府
お
よ
び
首
領
官
・
令
史
ら
は
口
述
書
を

よ
こ
し
た
。『
彼
は
不
埒
な
こ
と
を
し
た
の
で
い
さ
め
る
べ
き
だ
。
今
、
怯
来
知
府
を
杖
五
十
七
に
し
、
ほ
か
の
も
の
ら
を
順
次
、
処
罰
を

与
え
れ
ば
ど
う
か
』
と
、〔
枢
密
院
は
〕
皇
帝
に
上
奏
し
た
。〔
ま
た
〕『
聖
旨
の
法
に
従
っ
て
、
省
に
人
を
つ
か
わ
し
、
み
な
で
罪
を
決
定

す
る
』
と
。〔
中
書
〕
省
に
文
書
を
よ
こ
し
た
の
で
、『
今
、
省
官
ら
み
な
刑
部
に
送
り
、
再
び
問
い
た
だ
し
、
罪
を
決
定
し
た
』
と
上
奏

す
る
と
、〔
中
書
省
が
〕
奉
っ
た
聖
旨
に
、『
朕
は
、
怯
来
は
無
頼
で
、
悪
い
や
つ
だ
と
あ
い
わ
か
っ
た
。
彼
を
打
五
十
七
に
せ
よ
』
と
あ
っ

た
。
此
を
欽
し
ん
で
受
け
た
」。

【
解
説
】

　
モ
ン
ゴ
ル
人
管
民
官
に
よ
る
、
お
そ
ら
く
は
漢
人
で
あ
る
軍
官
に
対
す
る
暴
力
行
為
に
対
し
て
、
管
轄
の
枢
密
院
が
訴
え
た
も
の
で
あ

る
。
楊
千
戸
は
枢
密
院
か
ら
の
派
遣
で
、
宣
徳
府
に
往
き
、
約
会
に
で
た
時
、
そ
の
席
次
を
間
違
え
た
た
め
、
知
府
怯
来
に
暴
力
を
ふ
る

わ
れ
、
そ
の
非
を
強
制
的
に
認
め
さ
せ
ら
れ
た
事
件
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
哈
你
八
都
児
は
千
戸
よ
り
も
上
級
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

一
つ
に
は
、
間
違
え
た
の
が
漢
人
千
戸
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
府
の
暴
力
を
大
き
く
し
た
と
も
思
わ
れ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
人
に
よ
る
漢
人
へ
の

暴
力
は
泣
き
寝
入
り
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
派
遣
し
た
枢
密
院
側
が
怒
り
、
そ
の
罪
を
問
い
た
だ
し
、
刑
を
下
す
ま
で
に

至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
本
件
は
、
官
僚
間
の
傷
害
事
件
の
刑
罰
を
示
す
こ
と
が
主
旨
で
あ
る
。『
元
史
』
巻
一
〇
五
、
刑
法
志
に
、「
諸

有
司
長
官
、
輒
毆
同
依
正
官
者
、
笞
三
十
七
、
…
」
と
あ
る
。
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怯
来
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、『
元
典
章
』
巻
九
、
吏
部
、
投
下
「
投
下
不
得
勾
職
官
」
に
、
モ
ン
ゴ
ル
人
が
管
民
官
を
訴
え
る
事

案
（
た
だ
し
こ
の
案
件
で
は
殴
ら
れ
た
の
は
モ
ン
ゴ
ル
人
）
が
見
え
る
が
、
モ
ン
ゴ
ル
王
の
使
者
の
名
が
同
じ
怯
来
で
あ
る
。

【
書
式
】

　
江
浙
行
省
を
経
由
し
た
中
書
省
か
ら
福
建
宣
慰
司
に
送
ら
れ
て
き
た
モ
ン
ゴ
ル
語
直
訳
体
文
書
で
あ
る
。
虎
賁
司
か
ら
の
訴
え
を
受
け

付
け
た
枢
密
院
に
よ
る
調
査
と
結
審
結
果
を
報
告
す
る
上
奏
文
、
そ
れ
を
了
承
し
た
聖
旨
か
ら
な
る
。
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